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令和２年度宍粟市予算決算常任委員会（予算委員会）会議録（第１日目）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日   時   令和３年３月１１日（木曜日）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

場   所   宍粟市役所議場  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開   議   ３月１１日  午前９時００分  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

付託議案  

（企画総務部・選挙管理委員会）  

  第 15号議案  令和２年度宍粟市一般会計予算  

（まちづくり推進部）  

  第 15号議案  令和２年度宍粟市一般会計予算  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（８名）  

    委  員  長   今  井  和  夫     委   員   神  吉  正  男  

    委   員   津  田  晃  伸       〃     榧  橋  美恵子  

      〃     山  下  由  美       〃     飯  田  吉  則  

      〃     浅  田  雅  昭       〃     田  中  一  郎  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席説明員  

（企画総務部・選挙管理委員会）  

 ［企画総務部］  

  企 画 総 務 部 長 前  田  正  人    企 画 総 務 部 次 長 水  口  浩  也  

  企 画 総 務 部 次 長 砂  町  隆  之    秘 書 広 報 課 長 岩  蕗  貴  裕  

  地 域 創 生 課 長 西  嶋  義  美    総 務 課 長 菅  野  達  哉  

  財 務 課 長 堀    秀  亘  

 ［一宮市民局］  

  市民局副局長兼まちづくり推進課長 橋  本    徹  

 ［波賀市民局］  

  市民局副局長兼まちづくり推進課長 椴  木    隆  

 ［千種市民局］  
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  市民局副局長兼まちづくり推進課長 井  口  靖  規  

（まちづくり推進部）  

 ［まちづくり推進部］  

  まちづくり推進部長 津  村  裕  二    まちづくり推進部次長 樽  本  勝  弘  

  まちづくり推進部次長 大  田  敦  子    市 民 協 働 課 長 小  河  秀  義  

  市民協働課副課長兼スポーツ推進室長 石  垣  統  久    市民協働課地域づくり支援係長 福  田  和  也  

  市民協働課スポーツ推進係長 前  田  裕  作    人 権 推 進 課 長 西  田  征  博  

  人権推進課ダイバーシティ推進係長 上  月  恭  子    消防防災課次長兼課長 田  村  純  司  

  消防防災課副課長 石  戸  寿  明    消防防災課危機管理係長 田  路  哲  也  

  消防防災課消防安全係長 長谷川  将  知  

 ［一宮市民局］  

  市民局副局長兼まちづくり推進課長 橋  本    徹  

 ［波賀市民局］  

  市民局副局長兼まちづくり推進課長 椴  木    隆  

 ［千種市民局］  

  市民局副局長兼まちづくり推進課長 井  口  靖  規  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局  

   局 長 小  谷  愼  一    課 長 大  谷  哲  也  

   係 長 小  椋  沙  織    主 事 中  瀨  裕  文  
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     （午前  ９時００分  開議）  

○今井委員長  おはようございます。  

  ただいまより予算委員会を開会いたします。  

  委員の皆様、今日から４日間、どうぞよろしくお願いいたします。  

  職員の皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。  

  限られた時間でありますので、円滑な進行に御協力をお願いいたします。  

  審査に入る前に説明職員の皆様にお願いをいたします。  

  説明及び答弁は自席で着席にてお願いをいたします。説明職員が委員長席から分

かりづらい場合がありますので、説明職員は挙手の上、「委員長」と発言し、委員

長の許可を得てから発言をお願いいたします。  

  マイク操作は全て事務局が行いますので、赤いランプが点灯した後、発言をお願

いいたします。マスク越しになりますので、やや大きめの発声をお願いいたします。  

  また、委員の皆様にお願いをいたします。発言は意見、要望などに終始せず、適

切な審査に努めていただきますよう、お願いいたします。  

  それでは、企画総務部の審査を始めます。  

  まず、簡略に概要の説明をお願いいたします。  

  資料につきましては、委員はあらかじめ目を通していますので、必要な部分につ

いてのみ御説明ください。  

  前田部長。  

○前田企画総務部長  おはようございます。本日から本委員会におきまして、連日の

審査等をお願いすることになりますけども、よろしくお願いいたします。  

  まず、令和３年度の予算編成につきましては、施政方針にもありますように、新

型コロナウイルス感染症が収束しない状況下にあって、また、人口減少に歯止めを

かけるのが困難な状況でも、移住・定住者や交流人口の増加、また、教育環境の充

実、地域医療の確保や生活圏の拠点づくりなど、これまで進めてきました総合計画

の前期基本計画や地域創生総合戦略を引き続き切れ目なく、着実に推し進めること

としております。  

  それでは、企画総務部の主な取組方針について、説明をさせていただきます。  

  まず、企画総務部といたしましては、地域創生総合戦略を所管する部として、市

の最重要課題であります人口減少対策として、総合戦略の重点化方針であります、

住む、働く、産み育てる、まちの魅力の四本柱を核とし、各種施策を一層推し進め

るべく、そのリーダーシップを発揮していきたいと考えております。  
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  また、それぞれの部局の施策の推進に当たり、企画総務部は市役所全体の調整機

能の役割も担っていることから、より横断的な連携により、最大の効果が得られる

よう、その役割についてもしっかり果たしていきたいと考えております。  

  このような中で、まず、令和３年度の取組といたしまして、まず、秘書広報課に

おきましては、広報誌やしーたん通信、それから、しそうチャンネルのほか、ＳＮ

Ｓなどあらゆる媒体を活用し、市政情報はもちろんのこと、地域のイベントや観光

情報など、その情報を必要としている方へ必要な情報が的確に届けられるよう、努

めてまいりたいと考えております。  

  また、広聴活動の充実やしそうチャンネルにおける魅力ある番組づくり、さらに

は情報インフラの適正な維持管理に努めてまいります。  

  このほか、在宅勤務が可能となるよう、テレワーク環境の整備にも取り組んでい

きたいと思っております。  

  次に、地域創生課におきましては、今年度に引き続き、宍粟市の各施策の方向性

を示す、第２次宍粟市総合計画の後期基本計画及び第２次宍粟市地域創生総合戦略

の策定事務を１年延長して進めていきます。  

  また、ふるさと納税制度の充実や宍粟市の豊かな森林資源を次の世代へ引き継い

でいけるよう、木育、ウッドスタート事業にも積極的に進めていきます。  

  そのほか、生活圏の拠点づくりにおいては、千種圏域において整備を進めるとと

もに、波賀圏域においては基本設計及び実施設計業務を進めてまいります。  

  次に、総務課におきましては、職員定数の適正管理や人事評価による人事管理に

取り組むほか、時間外勤務時間数の上限規制に伴う時間外勤務の適正化などの働き

方改革に努めます。  

  また、職員研修につきましては、質の高い市民サービスを提供するため、各種機

関の実施する研修を積極的に活用するほか、職責や機能に応じた研修を実施し、職

員の個々の能力を高め、市役所全体の組織力の向上を図ります。  

  さらに、職員の心身の健康維持やメンタル不調の防止の観点から、健康診断やス

トレスチェックの実施、産業医の面接指導など、健康管理に努めるとともに、今年

度は市長市議選挙をはじめ、県知事選挙、それから、衆議院議員総選挙の適正な執

行にも努めたいと思っております。  

  最後に、財務課におきましては、令和３年度から普通交付税が完全に一本算定と

されますが、今後多様化する財政需要から財政収支バランスが悪くなることが予想

されますので、決算余剰金を活用し、起債の繰上償還を実施するなど、後年度の財
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政負担の軽減など、より一層の財政運営の健全化に努めます。  

  また、財産管理につきましては、庁舎、公用車、その他公有財産について、適正

な維持管理に努めるとともに、入札制度についても公平かつ適正な執行に努めてま

いりたいと思っております。  

  以上が令和３年度の主な取組方針となっております。  

  その他企画総務部の個々の主要事業につきましては、施政方針に添付しておりま

すので説明を省略させていただきます。  

  以上で、企画総務部の全体的な概要説明とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。  

○今井委員長  説明は終わりました。  

  これより質疑を行います。  

  通告がある委員から、事前打合せのとおり、順次質疑をお願いいたします。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  改めておはようございます。  

  企画総務部においては、きめ細かな資料を提出していただいて、感謝を申し上げ

ております。ありがとうございます。  

  それでは、通告どおり、質疑をさせていただきたいと思います。  

  まず、施政方針・主要施策の中の１ページの上段にあります、施政方針の中で、

令和２年度方針で人口減少対策が最重要として掲げ、展開してきたとあります。そ

れで、今回、令和３年度につきましては、人口減少というのはこれはもう仕方ない

部分もあるんですけども、厳しい状況の中、市の北部地域の活力こそまちづくりの

生命線であると記されておりました。その部分につきまして、その生命線となる令

和３年度の予算をどのように組み込まれているのかという点について、質疑したい

と思います。よろしくお願いします。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  おはようございます。よろしくお願いします。  

  それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。  

  まず、北部地域の新たな活力を生む施策としましては、市北部の自然を生かした

アウトドアによる観光振興事業としまして 3,835万 9,000円、また、家原遺跡公園、

まほろばの湯を中心とします御形の里づくり事業に 822万 8,000円、千種高原エリア

の広葉樹の植樹による名勝地への取組としまして 1,100万円、森林セラピー事業の

推進としまして 500万円、小水力発電への支援としまして 200万円、身近な場所で医
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療を確保する一宮北診療所の開設ほか地域医療の堅持としまして 1,645万 7,000円、

また、ソフト事業としましては、新たに地域おこし協力隊を招聘したり、また、地

区コミュニティ支援員の依頼という形でも併せて取り組んでいる予算を計上させて

いただいております。  

  以上です。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  いずれにしても、宍粟市北部、南部とかいうような分け方でなく、

全体的に人口減少対策、なかなか難しい部分でありますけども、以後もよろしくお

願いしたいと思います。  

  以上です。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  先ほど予算額、少し誤っておりました。訂正をさせていただき

ます。  

  千種高原エリア広葉樹の植樹につきましては、 1,100万円ではなく 110万円の誤り

です。申し訳ございません。  

○今井委員長  そうしたら、次のテーマに行きます。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  続けて出しております、施政方針・主要施策の６ページの中段の中

に、これは先日の質疑にもありましたように、持続可能な行政財政運営の推進につ

いて、私が思うところを通告しておりますのでよろしくお願いします。  

  まず、よく出てくるところの部分ですけども、市税が減少するとか、それから、

臨時財政対策債の発行額を増額する見込みであるというような部分が記載されてお

り、厳しい状況となることが予想されます。それは私のようにあまり知識のない人

間でも当然であろうかなと思っております。その中で、３つの部分について具体的

に説明をお願いしたいと思います。  

  まず、財政調整基金の活用についての計画、２つ目には、市有財産の有効活用及

びふるさと納税の利用促進の具体的な計画、当然これからはふるさと納税等が自主

財源として頼るべき部分であるのではないかなと思っております。３つ目としまし

て、徴収対策における収納率向上の基本姿勢、先日も出ておりましたけども、公的

な基本姿勢をお伺いしたいと思います。４つ目としまして、補助金の見直しはされ

たのか、当然されておりますけども、今回出しましたのは補助金の一部分ではなく

て、補助金としていろんな施策なり、事業を打って出ることによって、補助金が増
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えてくるというような部分で、限られた財政の中で、なかなか難しいのではないか

と。切るべきところは切って、進めるべきところは進めていかなくてはいけない時

期が来ているのではないかなというような考え方から、令和３年度の補助金の考え

方をどのようにされたかという部分、４点についてお伺いしたいと思いますので、

よろしくお願いします。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  おはようございます。よろしくお願いいたします。  

  それでは、私のほうからは、財政調整基金の活用についての計画の部分について、

お答えさせていただきます。  

  財政調整基金につきましては、経済情勢の著しい変動等により、財源が不足する

場合や、また、災害などの有事において使うということで、基金条例にも定められ

ている部分で活用するものと考えております。  

  今回、６ページの表現が財政調整基金の計画的に活用しながらという表現にはな

っておりますけれども、これは何か計画があるというものではございません。今回、

コロナ禍の影響により、減収を踏まえての減収の範囲内で活用していくという意味

でございますので、その点、御理解いただきますよう、お願いいたします。  

  私のほうからは以上です。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  私のほうからは、２点目から４点目までの御質疑に対して、お

答えをさせていただきます。  

  まず、２点目の市有財産の有効活用及びふるさと納税の利用促進でございますが、

市有財産の点については、学校跡地の有効活用という視点でまずはお答えをさせて

いただきたいと考えております。  

  学校跡地の施設につきましては、今現在 23施設を有しております。その中で、活

用しているのは 16施設、未活用の施設が７施設という現状でございます。  

  学校施設の有効活用の計画としましては、令和２年度及び令和３年度に閉所及び

閉園となりました３施設のうち、２施設について、民間活用として利用したいとい

う相談を既に受けておりまして、令和３年度はそのように進めていけたらなという

ふうに考えております。  

  それと、ふるさと納税の推進についてですが、ふるさと納税については、現在、

寄附のコースにつきまして、１万円から９万円の９コースと 10万円から 100万円の

８コースという形で合計 17コースを設定しているところでございます。  
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  やはり委員おっしゃるように、他の自治体との差別化を図る上では、魅力ある地

元産品のアイテムというのを増やしていかなくてはいけない。そして、返礼品を充

実させる必要があるのかなというふうに思っております。  

  よって、寄附金のコースを柔軟に１万円から 100万円まで、１万円刻みで設定す

ることによって、その寄附額に応じたより魅力ある地元産品の開拓ができるのでは

ないかと考え、令和３年度から取り組む計画にしております。  

  それと、３点目の徴収対策における徴収率の向上ということでございますが、昨

日来も予算質疑の中でお答えをさせていただいているというふうに思っております。

その基本施設につきましては、でき得れば明日の市民生活部において審査のほうを

していただければありがたいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。  

  それと、補助金の見直しはされたのか、令和３年度補助金の考え方を伺うという

ことでございます。  

  委員御承知のとおり、基本的には補助事業については終期の設定をしておりまし

て、令和２年度末に終期を迎える補助金事業につきましては、内容の変更、期間の

延長、廃止など、 32事業について今年度見直しを行っております。  

  それと、令和３年度の補助金の考え方というところなんですが、やはり今、おっ

しゃったように、補助金事業の期間内で事業の目的、効果を上げることをまずは前

提ということになります。ただし、少子高齢化であったり、コロナ禍において、先

ほども御質疑がありましたように、地域の活力や経済、そういったものを維持して

いく上ではどうしても今、実施していかなくてはいけないというような事業もある

かと思います。そのようなことも勘案しながら、令和３年度末に終期を迎える事業

に当たっては来年度、しっかり見直しを行っていくという姿勢で取り組みたいと考

えております。  

  以上でございます。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  分かりました。特に、私が感心しておりますのは、学校の跡地、 23

のあと 16を使っているということで、学校の跡地、なかなか使いにくいなと思って

おりました。ところが、学校というのは地域の象徴であったという部分もあり、い

ろんな部分で自治会初め、各団体の方が小学校を使って何かをしようという機運が

高まっております。私は点在する北部のほうにしてもしかり、そのような部分で、

ゆっくりではありますけども、そのような市が出されております施策が進んでおる
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のではないかと思って、うれしく思っております。  

  これからも、地道に特に学校の跡地というのは広大な敷地と校舎がありますので、

なかなか個人的には難しいんですけども、地域の方が一丸となって利用しようと、

都多小学校、伊水小学校も学校規模的再開においても、地域自治会から使いたいん

やという要望書が出たと先日もお聞きしまして、すばらしく進んでいるのではない

かなと思っております。  

  しかし、地道に１年や２年で片づくところではないと思っておりますので、以後

も続けて地道に進んでいただきたいなと思うところであります。  

  以上です、終わります。  

○今井委員長  それでは、次のテーマに行きます。  

  次の委員の方、お願いします。  

  榧橋委員。  

○榧橋委員  おはようございます。よろしくお願いいたします。  

  私のほうからは、 10ページなんですけれども、いずれにしましても、今、コロナ

禍でこの表に見ますように、市税、譲与税、交付金というのが減ってきているわけ

ですよね。この今の状態がどこまで続くかも分かりませんし、スムーズに税金が納

められない状況が続いていくのではないか、これから先も。これ以上に今、示され

ている数字以上に膨れ上がっていくんじゃないか、懸念するわけですけれども、そ

ういうときにやっぱり滞納というのが引っかかってきます。それは市民生活部のほ

うとまたしていくわけですけれども、全体的にもやっぱり企画総務部の皆様に全体

的なことをしていただいているわけでございますので、この今の状態からもっと悪

くなってしまうんじゃないか、この数字がと私は思っているんですね。台所事情が

厳しいという状況の中で、乗り切る手だてはどうなのでしょうかというのをちょっ

と心配になってまいりますので、お聞かせくださいませ。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  それでは、私のほうからお答えさせていただきます。  

  先ほど委員が申されたとおり、市税、譲与税、税交付金などで約２億 3,000万円

の減収を見込んでおります。そのうちコロナ禍の影響ということで１億 6,600万円

の減収を見込んで今回予算編成をさせていただいております。  

  １つは財源の確保という部分では、今回それこそ財政調整基金を減収の範囲内で

１億円繰り入れるほか、また自主財源としましては、ふるさと納税などの増額など

があるわけなんですけれども、先ほど委員がおっしゃられましたとおり、じゃあ、
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これ以上という部分になるわけなんですけれども、まず、コロナの収束については

現状、誰もいつになるのかということは分からないわけですけれども、現在はコロ

ナの収束に向けて、国を挙げてワクチン接種事業に取り組んでいるというところで

ございます。ただ、それにもかかわらず、さらに厳しい社会情勢が続くようであれ

ば、これはもう本市だけの問題ではなくて、全国の地方自治体全体の問題になって

くるかなというふうに考えております。そうなった場合は、今年度もそうなんです

けれども、国への財政支援を要望していく中で、財源を確保していくということに

なるかというふうに思っております。  

  また、場合によっては、財政調整基金、先ほど１億円という話をしましたけれど

も、さらにということにもなるかと思いますけれども、そのような対応をすること

によって乗り越えていきたいというふうに考えております。  

  以上でございます。  

○今井委員長  榧橋委員。  

○榧橋委員  しっかりかじ取りをお願いしたい、手腕を問われる年になっていくんじ

ゃないかと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  

  以上です。  

○今井委員長  じゃあ、次、飯田委員。  

○飯田委員  お願いします。  

  先ほどから財政についていろいろと質疑があったんですけれども、私のほうから

も全体的な部分と臨財債のかなり大きく増となっている部分についてお伺いしたい

と思うんですけれども、考え方の違いがあるというふうにも言われる部分があろう

かと思うんですけども、実質臨時財政対策債というものは、赤字公債という形に言

われます。要は財政赤字を穴埋めするためのものであるという部分で、はっきり言

って、これも借金なんですけれども、これはいわゆる人件費であるとか、負担金と

か、そういうものにも使っていけるということで、将来的にやはり負担を残すこと

になってしまうんじゃないかな。交付税算入が 100％ということで、交付税で戻っ

てくるんだという考え方があるんですけれども、交付税自体、この交付税自体も結

局は人口減とかいう中で、その算定根拠が変わってくるという部分があって、今の

現状こうだから、そのまま交付税で入ってくるんだという保証は決してないんだと

いうふうに言われています。そういう中でこれを大きく増やしていって、使ってい

く。国のほうとしては、今国から出す金がないから、取りあえず借金しておいてく

れと、交付税でまた戻すからという、ある意味甘い言葉なんですけれども、それを
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そのままそうですかと使っていく、先ほどからありますように、大変厳しい財政状

況が続いておると。これから先も大きく税収が上がることも見込めないと。その中

で、どんどんこういう借金ばかり増やしていくという考え方、それはどこからそう

いう根拠でやっていくのか。確かに市民に対して不自由させたくない。将来に向か

っていろんな投資をするべきだという考え方もあるんですけれども、今の宍粟市の

現状からいって、これだけの赤字を増やしていくという考え方、そのいわゆる今の

財政運営の覚悟というものをお聞きしたいと思うんですけども。  

○今井委員長  答弁をお願いします。  

  堀課長、すみません、マイクをしっかりお願いします。  

○堀財務課長  それでは、私のほうからお答えいたしたいと思います。  

  先ほど御説明があった中にもあるんですけれども、これは実際に地方交付税が全

額支給されれば、臨時財政対策債を地方公共団体が発行することはないわけです。

個人的には市の責任において、地方交付税の財源を国がしっかり確保し、すること

になれば、このように臨時財政対策債を発行するというようなことにはならないと

いうふうに思っております。  

  ただ、現行の制度、財政の国の制度にしましても、先ほど申されたとおり、元利

償還金の 100％ということで、人口減とはちょっと関係ないのかなというふうには

思っておりますけれども、元利償還金 100％で支給されるという状況でありますの

で、その部分については将来の負担を残すということはないのではないかというふ

うに思っております。  

  以上になります。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  私の理解とまた違うんだと思うんですけれども、実質 100％戻されると

いう考え方でそれを使っていくんだということであろうと思うんですけれども、実

際、それのみならず、ほかの部分についても、先ほどありました部分、財政運営の

中で財政調整基金を今回は１億円と。現状今、コロナ禍というものが一つの災害と

いう形での捉えられ方をしていますから、財政調整基金が今、現状、取り崩す名目

にはなろうかと思うんですけれども、この財政調整基金自体が何でもかんでも財政

が苦しいから取り崩して使えばいいというものではないと、もともとの設置自体が

そういうものだと思うので、これから先、いろんな後でまた聞きますけれども、こ

とがあると、そのためのある意味保険みたいなものだと思うんですけれども、だか

ら、そういうことを当てにしてやっていくという、この財政の苦しさ、この辺のと
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ころを見ていますと、やはり事業の見直し、先ほどもありました、見直しとか、そ

ういう部分で絞っていくしかないんだなと。成長戦略としてやはりどんどん進めて

いくんだという、これは確かに今の市の考え方だと思うんですけれども、本当にそ

れでいいのか、財政全体の中での考え方を、覚悟をお聞きしたいと言ったんですけ

れども、そういう意味では間違いなくこれで進めていってもできるんだという、そ

ういう思いの中でこれを進めておられるという覚悟をお伺いしたいというふうに思

ったんですけど、部長、どうでしょうか。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  ちょっと質問、質疑の意味が少しよく分からないので、違う答

弁になるかもしれませんけれども、やはり財政規模に見合って適正な行政運営とい

うのは進めていっているつもりで今もそういうある程度の長期的な計画、それから、

大きな事業につきましても年次計画、財政的な見通しというのは持って推進はして

いるということで、確かにバブル時期のようなそういう何でも箱をやるという時代

ではないということもしっかり認識しておりますので、そういうことで進んでおる

と考えております。  

  それから、何度も言うんですけど、財政調整基金につきましては、今、言われた

ようにそういうときのためにある程度のことを見込んでおりますので、今のところ

それを今回は１億円ということやから、うちとしてはもう少しまだ次回の将来にお

いてはまだ使える予算としては残しておると、そういうのをやはり計画的に今回は

１億円ですけど、将来にわたってはまた計画的にもそういうのも活用しながら健全

な財政には努めていく予定とはしております。  

  以上でございます。  

○今井委員長  よろしいですか。  

  そうしたら、次に行きます。  

  山下委員。  

○山下委員  成果説明書の 20ページです。  

  広報事業の中で、報奨費 754万円、需用費 616万円、委託料 343万 1,000円の事業内

容を説明してください。  

  ラインをはじめとするＳＮＳの利用率、この説明をお願いします。  

  それから、この中に全てのメディアの長所を生かし、弱点を補い合える情報の連

携と書いてありますが、実際にどうしようと思っておられるのかという具体例を示

してください。  
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○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  失礼いたします。３点御質問があったと思います。私のほうか

ら御説明をさせていただきたい、そういうふうに思います。  

  まず、１点目のそれぞれの事業の内訳についてですけども、報奨費の 754万円が

各自治会へお願いをしております広報誌の各戸配布の協力金になります。  

  続いて、需用費の 616万円ですけども、これが毎月発行しております広報誌の印

刷製本費でございます。  

  それと、委託料ですけども、 343万 1,000円の内訳ですけども、市公式サイトの保

守管理料が約 160万円、それから、広報誌の配送業務、これは市役所から自治会長

宅までになりますけども、それが約 100万円になります。もう一つ、番組放映業務、

それが約 80万円、合わせて約 343万円になります。  

  続いて、ラインなどのＳＮＳの利用率ですけども、ＳＮＳの２月時点の登録者数

で紹介をさせていただきたいと思います。  

  まず、ラインですけども、会員数はただいま 4,457人、それから、フェイスブッ

クが 1,628人、ツイッターが 465人になります。通知がブロックされたり、登録が抹

消されたりしないように、情報は厳選をさせていただいております。できるだけ告

知回数を減らすような取組も続けております。  

  以上です。  

  続いて、３点目のメディアの長所を生かし、弱点を補え合える情報の連携の部分

になるかと思います。少し説明が長くなるかも分かりませんけれども、御了承くだ

さい。  

  情報の連携についてですけども、広報誌や市公式サイト、ＳＮＳなどのメディア、

どれにつきましても長所と短所があります。広報誌は、多くの世代を対象に、写真

や図形を多用して、魅力的な紙面を提供することができます。しかしながら、即時

の情報は反映することはできません。  

  一方で、ＳＮＳは、今この瞬間のニュースを配信することができますけども、文

字数には制限がございます。また、市公式サイトは即時性も高く、写真や図形の利

用も可能、それから、文字量も制限はございません。ただ、情報量が膨大で、検索

が困難という側面も持っております。情報の連携は各メディアの長所や短所を補い

合うもので、具体的にはＳＮＳから直接市公式サイトの情報にピンポイントで誘導

を行ったり、それから、広報誌の紙面では、紹介し切れない情報、これをＱＲコー

ドで公式サイトや動画サイトに誘導を行ったり、また、公式サイトからアプリで提
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供しておりますデジタル広報誌に誘導を行ったりと、そういったお互いの弱点を補

い合って利便性と視認性を両立させる取組という説明になります。  

  以上でございます。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  長所を生かし、弱点を補える情報の連携ということで説明してくださっ

たわけでありますけれども、真に長所を生かして、そしてまた弱点を補え合えると

いうところの最もベストな方法を今、この時点での機器、情報技術の発達を理解し

て、即座に取り入れるためには、やはりすごく専門性というものが必要になってく

ると思うわけでありますが、そのための職員の方というのはどのくらいいらっしゃ

るのですか。  

○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  現状、専任でそれに当たっている職員は一人もおりません。た

だ、広報課の職員、広報担当になりますけども、その広報担当の職員が互いに研さ

んしながら技術を高めている状況でございます。電子的な技術ももちろんですけど

も、当然過去にも申し上げましたけども、伝える技術というのはすごい難しいもの

でございます。ですので、伝える技術と電子的な技術を研修であったり、時には参

考書を買っていて読んでみたりとかいう形で、今は経費をなるべくかけずに、でき

ることをやっているという状況でございます。  

  今後、今のやり方で限界を感じた場合には、もしかしたら、大きな予算をお願い

する可能性がありますけども、今、現状では、最小の経費でできることをやってい

こうという、そういう方針でやっております。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  そういった今の情報技術の進展についていく、それがなぜかというと、

やはり長所を生かし、弱点を真に補って、それで、市民の方に本当にどの、例えば

情報的に現在の情報技術についていけないような人にも対応できるような、専門的

な力というのも必要でありますし、それから、進んでいる技術をうまく利用できる

力も必要であるというところで、そういった専門家から見て、今の市役所の体制と

いうことがどのように見えているのかなと。専門家はいないという状態の中で、ど

んなふうに本当の専門家の方から見て、感じておられるのかなというようなところ、

ちょっと疑義を感じておりますので、その辺のところをしっかり研究していって、

これからの方向を考えていってもらいたいと思いますが、どうですか。  

○今井委員長  岩蕗課長。  
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○岩蕗秘書広報課長  職員自身、自分の目で行動していますので、第三者の評価とい

うのが一番重要かなというふうに思います。ですので、広報誌にしてもそうですし、

市のホームページもそうですし、ラインは今のところＳＮＳのコンクールみたいな

ものはないんですけれども、できるだけ第三者の評価がいただけるようなものに応

募していって、その立ち位置がどれくらいの場所におるのかというのも確認しなが

ら、研さんを続けたいというふうに思います。  

  以上です。  

○今井委員長  じゃあ、次、お願いします。  

  津田委員。  

○津田委員  私も広報事業のところなんですけども、今後、市内外に向けてのＳＮＳ

の活用が今後本当に重要になってくるんじゃないかなという部分で、具体的にどの

ように進めようとされているのか、それと、あと市外への観光情報や定住につなが

る情報発信、これは先日から、前々から言わせていただいている、人口減少に向け

ての広報活動というのは非常に重要になってくると思うんです。その中で、具体的

にどのように進めようとされているのか、その辺をお聞かせください。  

○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  失礼いたします。ＳＮＳの活用の方法だと思いますけども、今、

取り組んでおりますのは、求められる情報を求められるタイミングで届けるのが大

事やというふうに思っております。非常に抽象的な表現で、答えにはなっておらず、

答えもないんかなというふうに思うんですけども、現在、そういう方針で取り組ん

でおります。提供した情報の是非ですけども、登録者数の推移や着信拒否の数など

で検討を重ねながら、実践を繰り返している状況でございます。市公式サイトや動

画サイトとの情報連携も必須であるというふうに考えておりますので、これらを併

せ持って取り組んでいきたい、そういうふうに考えております。  

  それから、市外への観光情報や定住情報の提供の方法ですけども、具体的な情報

はそれぞれ担当課から公式サイトやＳＮＳを通じて配信をしております。その中で

もとっておきと思われるような旬の情報については、広報担当が主体となって見せ

る形をとっております。今時点では、新型コロナの関連の情報がＳＮＳや公式サイ

トの中心を飾っておりますけども、時期を見て、地域創生総合戦略に掲げる定住促

進重点戦略の四本柱、住む、働く、産み育てる、町の魅力を全面に打ち出す広報を

したい、そういうふうに思っております。  

  以上でございます。  
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○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  今回この質疑をさせていただいているのが、ある程度移住政策であった

りとか、そういう宍粟市を知ってもらうためのターゲット、的を絞って勝負をかけ

ないといけないときだと思うんです。その中でこういう減額されている部分で、今、

勝負をかけないといけないときじゃないのかなと。その部分が、ちょっとある程度

ＳＮＳの活用となってくると、ある程度フォロワーが発信力のある人、そういう人

たちの活用であったりとか、そういうやり方も考えないといけないときだと思った

んですけども、そういうことの検証というのはされたのかなと。市独自で一生懸命

やろうとされている部分はあると思うんですけども、その辺の検証とか、やり方の

部分、先ほど最小の経費という、できれば最大の効果を生んだら一番いいんですけ

ども、ある程度ばんと発信していく部分、あとその横のつながりであったり、例え

ば担当部局がばらばらで動かれているのをそこを一本化してから出そうとか、そう

いう調整とかをされているのかなと。  

○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  ＳＮＳの運用ですけども、まだこれは始めてから３年ちょっと

ぐらいだと思います。職員もその間、異動もございますし、なかなか充実させてい

くというのは困難なものというのも感じておりますけども、当然やってきたノウハ

ウというのはその課に残っていきますし、まだまだ私が思うには、お金をかけずに

できることはたくさんございます。ただ、今、津田委員がおっしゃるように、周知

ができているかといえば、できたものもありますし、できていないものもたくさん

あるというふうに感じております。今現在、出しております主要施策の 20ページの

中段あたりに市公式サイトの写真を小さいですけど載せております。この時点、こ

れは２月の状態の写真になりますけども、この表記はやはりコロナの中でのトップ

ページのデザインになっています。いつ切り替えるというタイミングが難しいとは

思いますけども、津田委員おっしゃるとおり、その切替えのタイミングではホーム

ページ、そして、そのホームページに誘導するＳＮＳとの連携というのを考えてい

きたい、そういうふうに思います。将来的にはカリスマ性のある方を登用するとい

った使い方も視野に入れる必要があるかなというふうには感じております。  

  以上です。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  本当に私は広報の部分って大分変わってきたと思うんです、ここ数年で。

広報誌なんかもそうなんですけども、ただ、ＳＮＳも本当に今、活用されて、少し
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ずつ本当によくなってきているなというのは私自身も実感しているんです。ですが、

今、この時代の流れに乗っていく中で、さらに加速させてほしいなという思いもあ

ったので、これがここでまた減額されているところが、非常にやっぱりもっとここ

を加速させないといけないところじゃないのかなという思いがありましたので、ぜ

ひまたそういったことも今後ちょっと考えていただきたいなと思いますので。  

  以上です。  

○今井委員長  そうしたら、私のほうから、それに関連というか、あれなんですけど

も、具体的に 341万円の減額ですね、去年度の予算に比べて。ちょっと私も広報と

いう大事な部分が減額されているというところが少し気になったので、具体的に何

をどのように減額されているのかというあたりを教えてください。  

  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  昨年度比で 341万円減額となっている要因でございますけども、

ＳＮＳの配信などを担う臨時職員１名分の報酬などをしーたん通信、しそうチャン

ネル運営費のほうに移しております。実際には職員数は減っておりませんが、主に

担当する業務の比重が少しずつＳＮＳからしそうチャンネルのほうに移っておりま

す。ですので、これを機会にそちらへ移すという意味で、約 300万円ほどの人件費

に係る部分が移動をしております。  

  それと、もう一点は、広報誌の印刷製本費を約 50万円下げております。これにつ

きましては、より見やすいものを目指すために無理やりに減らしたという状況もご

ざいます。どうしても紙面を増やしてしまいますと無駄な言葉、おまけをつけてし

まいますので、できる限り濃い情報を少ない文字数で伝えるという目標を持って取

り組んでおります。ですので、今年度の状況を見まして、来年度はもう少し取り組

めるんじゃないかということで 50万円を減額させていただいております。決して後

ろ向きで減らしたわけではございませんので、その点を御了承をお願いしたいと思

います。  

  以上です。  

○今井委員長  分かりました。内容的にはそんなら削っていったというんじゃないと

いうことが分かりましたので、先ほど来、皆さん、委員さんが言われていますよう

に、広報は本当に大事な部分だと思いますので、さらに頑張っていただきたいと思

います。  

  関連で、榧橋委員。  

○榧橋委員  私もやはり広報誌ってとても大事だなと。昨年、令和２年度にすごい写
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真のほうで２刊とられたということで、５月と９月でしたか、やっぱりそういうも

のってぱっと見た瞬間に読んでみようかなと、この写真すごいなというところから

ページをめくっていくという、そういう人間性のものがあるわけでして、これはす

ごいことだなと。東京の足立区でしたか、職員にいろいろさせたときに、すごいこ

とをしたときには、市長が本当に喜んで、そこの部署に行って、一緒に喜び合うと

いうようなことをしていて、職場がすごく活気づいたという話も聞いたことがある

んですけれども、こういうことを、今後、今年も頑張っていただきたいと思うわけ

ですけれども、本当にそういうふうにお金を使わなくても喜び合うことってできる

と思うんですけど、そういうことをやっていこうかなというお考えはあったりしま

すか。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  本当に職員はよく議員さんからも叱られるということは多いん

ですけども、なかなか褒められるということは少ないんです。それで、今回、そう

いう本当に宍粟市になって入賞したということで、市長のほうからも直接該当者に

もすごかったなという、それは常にうちのトップのほうはそういうことは職場に行

って、特にほんまに市民の方からお礼等を言われたについてはもう機会を逃さず、

常に職員のところへ行って、また、担当所属長にもそういうことは伝えております

ので、それは引き続きやられると思います。  

○今井委員長  榧橋委員。  

○榧橋委員  同じく東京の話をするんですけれども、そこの足立区は、宍粟といった

ら木がいっぱいあるじゃないですか。だから、木材を使ってお金がかからなくても、

そういうものをつくって渡していくというのができるんじゃないかな。足立区のほ

うでも市でそんなものをつくりながら、みんなで喜び合って、それが増えていくと

いったら楽しくなってくるし、部署にいっぱいそういうものがあると、また、働き

がいも増えてくるんじゃないかと思いますので、そういうお金をかけなくてもいい

と思うんですけれども、御褒美というのはあったらいいかなと思っておりますので、

みんなが働きやすい場にしていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願

いします。  

  以上です。  

○今井委員長  そうしたら、次、お願いします。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  それでは、施政方針・主要施策の 21ページにあります、生活圏の拠
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点づくりについて２点伺います。  

  令和２年度４月に一宮協働センター、いちのぴあが供用開始となったわけですけ

ども、まず、事業の目的である人口流出抑制やにぎわいの創出など、１年を振り返

って、令和３年度にどのような新たな計画を持っておられるのかということをお聞

きしたいと思います。  

  次に、２点目出しておりますけども、千種、波賀市民局でも事業が進んでいるん

ですけども、いずれにしても物を建てるということは多額の投資が予算化されてお

ります。市民の期待に応えられる事業になっているのかと、よく市民の声が届いて

いるのかというようなことをずっと一宮市民局においてもこども園においても全て

出ておりますけども、私はこのように思っておるんです。行政は建物を建てるとい

うことについてある程度の責務があると思いますし、市民はその建物について、投

資額についていろいろ疑義を申し立てるとかいう部分があると思います。しかし、

市民が協力して、つくり上げることが重要であり、建物自体が多額であるから、ど

うやこうやという議論も必要かと思いますけども、建てなくては市民の生活の確保

もできないかなと思っております。  

  しかし、その部分をいかに将来にわたって使っていくかということが一番大切な

部分ではないかなと思っておりますので、今回、市民の応える事業になっているか

という抽象的な質問なんですけども、いかにこれから使っていこうか、市民の皆さ

んの協力を得られるか、市民の皆さんが使っていただくような内容になるかという

ことがまず、多額の金額云々、何億円という問題の前に必要になってくるかなと思

っておりますので、その部分をお伺いするところです。お願いします。  

○今井委員長  答弁をお願いします。  

  橋本副局長。  

○橋本一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長  御質問につきましてお答えをさせて

いただきます。  

  令和２年４月 20日、一宮市民協働センター、いちのぴあが供用開始されました。

御質問の人口流出抑制との直接的な数字をつかむことは困難ではありますけれども、

開所以来、多くの子育て世代から御利用いただいております。この御利用、また、

告知活動を通じて、子育て世代の市内への定着、そして、宍粟市へのＵターン検討

の際の好材料、また、将来の子育て世代が希望が持てるエリアとなるよう、今後も

拠点エリアの中核施設としての取組を進めていきます。  

  また、令和３年度の予定につきましては、自治会、センター利用者、子育て支援
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センターの利用者等からなります、一宮市民協働センター運営委員会がございます

が、そこでの市民の声をお聞きしながら、にぎわいづくりのイベントを令和３年度、

予定をしております。令和２年度もにぎわいづくりイベントを実施いたしましたが、

コロナの影響もあり、出控え等もあります。利用の機会を辛抱したとか、回数を抑

えたという方もいらっしゃいます。令和３年度も引き続きこのイベントを通じて告

知活動と利用の機会の増進を図っていきたいと思っております。  

  なお、その時期及び内容については、新年度において、運営委員会において一緒

になりまして調整を進めていきます。  

  以上であります。  

○今井委員長  井口副局長。  

○井口千種市民局副局長兼まちづくり推進課長  私のほうからは、２点目の千種の拠

点づくりについて、説明をさせていただきます。  

  資料の 21ページの中段にも書いてございますけども、千種の拠点づくりにつきま

しては、平成 29年度より計画策定、それから、平成 30年度から設計業務、本年度か

ら工事に着手しております。  

  委員のほうより御質疑があったとおり、市民の期待に応える事業ということかと

いうところでございますけども、最初の平成 29年度より計画策定におきましては、

検討委員会というものを設置しまして、その方向性について市民の方々に協議をし

ていただきました。  

  また、令和元年６月頃でございますけども、概略の平面図ができた段階で、千種

町民の方々に平面図等をお配りしまして、意見を聞きました。  

  また、今後になりますけども、供用開始に向けまして、運営検討委員会というも

のを今後設置しまして、その具体の利用方法、運営方法などについて意見を聞いて

いきたいなということを考えております。  

  出された意見とか、意向については、極力反映しまして、最初の目的であります、

集う拠点の施設ということで、どのように使っていただくかということで、新たな

にぎわいができる施設を目指していきたいというふうに考えております。  

  私のほうからは以上です。  

○今井委員長  椴木副局長。  

○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  私のほうからは、２点目の波賀の拠

点づくりの点について、お答えさせていただきます。  

  波賀の拠点づくりにつきましては、令和元年度、基本構想である考え方を策定し
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まして、現在、令和５年度中に完成というところを目指して協働センターの設計に

取りかかっております。これまで基本構想を策定する段階におきましても、市民か

らの意見を反映するために、千種と同様に検討委員会からの提言をいただきまして、

これを市民の意見、意向と捉えて拠点づくりの考え方というものを策定して、更新

をしてまいりました。これからも波賀の協働センターの基本設計を行う中でも、ま

ず、実施設計に入るのではなくて、青写真ができた段階で、素案の段階で検討委員

さんを中心にはなると思うんですけど、波賀地域の市民の方々の意見、意向を聞く

機会を設けながら、できるだけ多くの方々の意見を聞き、進めてまいりたいと思っ

ております。  

  地域の利便性やにぎわいを確保すると、そして、集いの場を確保するというのが

拠点施設に求められるものだと思いますので、その辺は丁寧に説明しながら進めて

まいりたいというふうに考えております。  

  以上です。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  いずれにしましても、市長の肝煎りの拠点づくりということで、一

宮の市民協働センターも大変多くの方が来られております。本当にすばらしいなと

思っております。この部分がたつにつけ、議会においても、委員会においてもいろ

いろなことを私たち申し上げたんですけども、今、あそこに集っておられる市民の

方の人数を見ると大成功であったなと私は思っております。ほかの委員会等で出席

しても、ふだん自治会の方でも出会えない自治会長さんと出会ったりするんですよ

ね、フロアで。そこでいろんな話をお聞きして、すばらしいなと、これがいわゆる

集約した拠点づくりなのかなと思うようなことを一宮市民として今思っております。

しかし、その中には、今現在、供用開始された一宮協働センターの中にもいろんな

問題があろうかと思います。その問題を次、千種市民局、あるいは、市民局のほう

にそれぞれの担当部局から連携していただいて、その部分を解決していただいたら

千種、波賀は一宮よりかはよりよいものがまたできていくと。それが今度第２、第

３になってくるかなと思っておりますので、そのような部分の一宮協働センターの

ほうからこういういいところは多分言われると思います。でも、こういう問題があ

ったから、こういうところを千種市民局のほうも、波賀市民局のほうも解決したら

ええん違うかというような、そういうような連携はされておるんですか。  

○今井委員長  井口副局長。  

○井口千種市民局副局長兼まちづくり推進課長  私どもの千種市民局でも、今現在立
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てているところでございます。細かい内容については一宮の担当者のほうからどの

ようにやったんや、このようにやったんやというような、どんなふうに事業を進め

たのかということについては大変参考にさせてもらっておると思います。なかなか

悪い点というのは、これが一宮は悪かったでというようなことが今ちょっと例には

よう挙げませんけども、そういったところで大変参考にさせてもらって、いいとこ

ろを引き継がせてもらっておるつもりでございます。  

  以上です。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  いろいろお話を聞いて、すばらしいものが次々できていくことを期

待して終わります。  

  以上です。  

○今井委員長  そうしたら、次に行きます。  

  神吉委員。  

○神吉委員  私のほうからは施政方針の主要施策 22ページ、新生児の応援給付金事業

のところでお伺いします。  

  人と人との支え合いの気持ちを大切にということで、企業の方、個人の方々から

700万円の寄附金が集まり、それに加えて国庫支出金 300万円を足して 1,000万円の

財源のもと、子どもたちに、今度生まれてくる新生児の子どもたちに給付金を出す

という事業ですが、これは昨年あった国の特別定額給付金の対象とならない子ども

たちというふうになっとるんですが、昨年、令和２年４月 27日以降の新生児に与え

られるということになっているのかどうかということをお伺いします。この令和３

年度と２年度との間の子どもたちに漏れはないのかというところをお聞かせくださ

い。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  それでは、私のほうからお答えさせていただいております。  

  令和２年度で取り組んでおります、新生児特別定額給付金につきましては、令和

２年４月 28日以降に生まれた子どもで、令和３年４月１日までに出生されたお子さ

んを対象という形で現在、取り組んでいるところです。  

  このたび、提案をさせていただいている新生児応援給付金につきましては、令和

３年４月２日から生まれたお子さんで、令和４年４月１日までという形になってお

りますので、その対象に空白期間はございません。  

  以上でございます。  
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○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  それから、この事業の国庫支出金というのは 300万円つくわけですけれ

ど、これは地方創生臨時交付金となっておりますが、こういう事業に対して出てく

るお金というのは金額的にどういうふうな根拠で出てくるわけなんですか。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  300万円の根拠という形でよろしいでしょうか。令和３年度の

事業規模としましては、新生児を 200人という形で今現在計上させていただいてお

ります。１人当たり５万円の給付という形になりますので、総事業規模としまして

は 1,000万円必要になります。今、議員御指摘がございましたように、給付金のほ

うで 700万円充当させていただきまして、その差引きとして 300万円を臨時交付金の

ほうから充当をさせていただいている、そのようにしております。  

○今井委員長  続いて。  

  榧橋委員。  

○榧橋委員  私も同じところなんですけれども、本年度は９月のときでしたか、４月

28日以降に誕生された赤ちゃんには当たっていませんでしたので、私たちと同じよ

うに 10万円差し上げていただいて、そのときは４月１日ぐらいまでには大体これぐ

らいの誕生があるなというのは９月時点でほぼ分かるわけですよね、 200人ぐらい

かな。今回は、ちょっとまだ先のことなので、まだ 200人って立てていただいてい

ると思うんですけれども、だんだんと減っていく中にその根拠はどうだったのでし

ょうか。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  委員御指摘のように、今年度の新生児の出生数という状況につ

いては、十分承知しているということでございます。  

  ただし、今現在宍粟市では冒頭から説明させていただいておりますように、人口

減少対策や少子化対策事業ということを粘り強く引き続き実施しているということ

で、その姿勢を入れて 200人という出生数を計上させていただいたということでご

ざいます。  

○今井委員長  続いて。  

  飯田委員。  

○飯田委員  私の質疑は何となく若干違う観点からお伺いするんですけども、これは、

今回はコロナ禍で新生児を持つ家庭を応援するという事業の組立てになっておると

思うんですけれども、前々からよく議員の方の中からこういう新生児に対する応援
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金を出したらどうか、出生率が下がっている中で、そういう助けをすることによっ

て出生率が幾ばくかでも上がるんじゃないかというようなことが今までもあったと

思うんですけれども、今回はコロナ禍の中での特別給付金に当たらなかった方に対

してということになっておるんですけど、また、今、質問にありましたように、特

別給付金、地方創生交付金の中からここにあてがうという形、それと、このコロナ

禍での支え合いをしましょうという基金の皆さんからの募金を募ったという部分が

あろうかと思うんですけども、最終的にこれをここで言うべきかどうか迷ったんで

すけれども、やはりそういう考え方、コロナでなくても新たに宍粟に生まれている

子どもたちをみんなで支えようじゃないかという考え方をずっと続けていくべきじ

ゃないかなというふうに思うんです。今回限りでこの基金をなしにするんじゃなし

に、皆さんに呼びかけて、いろいろ企業とか、そういう形でお願いして、今、生ま

れてくる子どもを１人でも増やして、将来を担う子どもがここに１人でも増えたら

いいんじゃないかなというそういう考え方のもとにやっていっていただけないかな

という思いを込めて今回、この質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、

今後、こういうことを続けていくべきではないかなということを提案させていただ

いて、そのお考えをお伺いしたいというふうに思います。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  御承知のとおり、令和２年度に給付させていただきました、新

生児特別定額給付金につきましては、全額国の臨時交付金を充当させていただいて

います。また、令和３年度に今、提案している新生児応援給付金につきましても、

先ほど言いましたように、市民の皆さんの善意の寄附と一部臨時交付金という形で、

市の一般財源を一切充当していないという中で今回実現できたというところの経過

がございます。それはもう委員おっしゃるとおりでございます。  

  現状においては、冒頭来より、もう少子化に歯止めがかからないという形のもの

はここに集まっておられる皆さん、全て共通認識だというふうに思っていますし、

今、委員がおっしゃった思いというのは、市のほう、我々としても同じ思いであり

ます。何とかして少子化に歯止めをかけ、ただ、子どもを育てやすい環境というの

をみんなで支えていくというのは本当にそのようにしたいという思いはございます。  

  ただ、冒頭来よりありましたように、将来的な財政事情等々も考えますと、なか

なか今まで財源の課題もあって実現できていなかったということもございますので、

今、言えることとしましては、令和４年度に継続できるか、どうかということにつ

いては、今の状況では白紙といいますか、考えられないのかなというようなことで
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ございます。今現在ではこのようなお答えが精いっぱいかなというふうに考えてお

ります。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  苦しい回答をさせてしまいましたけれども、先ほど来から言っています、

要はお金の使い方の部分ですよね、そういうところ、将来的に有効なのかどうかと

いう部分の考え方をもう一度していただいて、こういう将来につながることという

のについてはもっともっと考慮していく必要があるのかなと、全てが無駄とは言い

ませんけれども、やっぱり考え方としてはそういうものも必要になってくると思う

ので、今後ともそういう部分についての気配りというんですか、そういうものを進

めていって、将来に向かって明るい兆しができるように、財政運営をお願いしたい

と思います。  

○今井委員長  いいですか。  

  そうしたら、次、私の質問ですけれども、もう回答、同じように出ていますので、

飛ばさせていただきます。  

  それでは、その次、新病院のほうに行かせていただきます。  

  山下委員。  

○山下委員  説明書の 23ページです。  

  この事業は、令和元年から令和７年までの事業期間ということになっております

が、総事業費は幾らになるのか、お答えください。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  この事業が令和元年から令和７年ということで、全体の総事

業費という御質疑になります。  

  建設事業費につきましては、建物の構造であったり、病床数、いろんな要素で決

まってくるものと考えております。特に、病床数につきましては、現在策定を進め

ております基本計画において、その病床数を決めていくこととしております。こう

いった時点でございますので、そういった建設費の要因となるものがまだ未確定の

状態でございますので、現時点においてはその建設事業費、これを含めた総事業費

というのは見込むことができない状態でございますので、御理解いただきたいと思

います。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  総事業費を見込むことができない基本計画策定の段階で、こういったこ

とで令和３年度予算１億 6,731万 4,000円ついているわけでありますが、この内容に
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ついてお聞きしたいわけでありますけれども、令和３年度事業内容ということで記

入してあるわけでありますが、この場所は、この病院は災害時にも対応できる、そ

ういった病院にするということで、それで、ここに記載されております場所の位置

図からも分かりますように、このほん横に揖保川が流れておりまして、浸水の可能

性がある場所であります。それで、やはり基本設計業務及び医療コンサルタント業

務、あるいは、新病院進入路設計業務、あるいは、用地測量登記業務、用地買収等

についても、やはり災害を配慮しなければならないことになってくると思うのです

が、この１億 6,731万 4,000円、当初予算のうち、災害を配慮するための予算という

のはどのくらいのものになるのかということをお尋ねいたします。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  おっしゃるような水害の対策、あるいは地震の対策、そうい

ったものは基本設計、あるいは詳細設計の中でどのような対応をすれば一番安全性

が高くなるか、といったところの研究になってくるかと、設計になってくるかと思

います。  

  したがいまして、それを見極める、見極めるといいますか、それをつくるための

設計であったり、コンサルティング業務でございますので、その中に災害対応がど

れくらいあるといった考え方のものではないかと思います。  

  以上になります。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  そういうようなお答えでありましたら、この予算の審議ということ自体

が非常にしにくくなってくると思うんですが、どうでしょうか。  

○今井委員長  答弁できますか。  

  前田部長。  

○前田企画総務部長  今の防災工事につきましては、ここの表についておりますよう

に、令和５年以降のところで実際の工事が当たったときにはそのお金は出てきます

ので、今回上げております設計につきましては、そういうこともする必要があると

いうようなことが出てくることであって、実際今年度、令和３年度予算で防災工事

をするものではありません。ですから、今言われた、それの大本をつくるのであっ

て、それで令和３年の予算が審議できんというのはちょっと違うんじゃないかなと

思います。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  今、基本計画が策定時点であるということ自体からそういったことがま
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だ委員会の中でも考え切れていないのではないかなという観点からの質問でありま

した。そういうことであります。  

○今井委員長  そうしたら、次に行きます。  

  浅田委員、お願いします。  

○浅田委員  私は令和３年度の予算の関係について、質疑をいたします。  

  新病院の関係で、進入路整備の詳細、いわゆるそこで当然車道、当然のことなが

ら歩道や、それから、当然自転車等の通行も見込んでおかなければならないかと思

います。幅員 12メートルというふうに説明資料にはありますから、おおよその見当

はつくんですけども、言いたいのは、しっかりした用地を確保をする内容になって

いるかということをまず１点説明願うことと、委託料の内容、医療コンサルも入っ

ておりますので、ある程度の金額は要るのかなというふうには思いますけども、委

託料の内容、概要の説明もお願いをします。２点よろしく。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  まず、最初の道路の規格といいますか、の部分でございます。  

  冒頭にお願いしますのは、この病院建設事業につきましては、市全体の大きなプ

ロジェクト、大変大きな事業ということで、市全員総がかりでつくっていく、取り

組むということを確認した中での事業となっております。  

  御質問いただいた道路の規格、あるいは詳細につきましては、建設部のほうが詳

しいところでございますが、現状、聞いておりますのは、こちらのほうに通行する

車の想定を踏まえた中で、どれくらいの規格が要るかという中で、延長としまして

は約 110メートルございますが、その道路幅は 12メートルというところでございま

す。現状そういった規格の詳しいところにつきまして、私のほうがちょっと知識的

には乏しくございますので、もし必要があれば、詳しい点につきましては、建設部

で再度御質疑いただけたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

  それと、委託料のほうにつきましては、予算のほうで持っております。まず、登

記と不動産鑑定業務ということで 470万円でございます。それと、医療コンサルテ

ィング業務 2,000万円、それと、最後に、基本設計業務として 1,100万円を予算措置

しまして、これが合計１億 3,470万円という委託料の内訳となってございます。  

  以上でございます。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  分かりました。進入路の関係、また改めて建設部で詳細のほうをお聞き

はいたします。要は、私が言いたかったのは、やはり車歩道、それから、広いスペ
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ースというのは当然必要だろうという観点の中でお聞きしましたので、その点も含

めてまた予算執行、お願いを、要は十分検討が必要だろうなという観点でございま

す。  

  あと委託料については概要は分かりました。当然入札になろうかと思いますので、

それを見守っていきたいと思います。  

  私のほうからはこれで終わります。  

○今井委員長  続いてお願いします。  

  神吉委員。  

○神吉委員  私のほうからも、新病院への道路の整備のことだったんですが、進入路

への整備は具体的な計画あってのものなのかというところに関しては、今、先ほど

の浅田委員の質疑の中で答弁がもらえましたので、それは割愛させていただきます。  

  用地買収の詳細についてお聞きしますが、用地買収の詳細、これは用地買収、今、

先ほど額をおっしゃられましたけれど、もう 110メートルの 12メートル幅のものを

購入するというそこまでももう決めておられるのかというところの詳細と額面をも

う一度教えていただけますか。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  先ほど申しました、延長 110メートル、幅員 12メートルとい

うのは一般的な、先ほど言いましたような規格のものを入れるということでござい

ますので。当然これから測量でありますとか、現地の測量を踏まえた上での実施設

計等々していくこととなりますので、そういった中で、それは当然増減といいます

か、変わることはあろうかと思います。当然幅員 12メートルというのも真っすぐ立

ち上がるわけではございませんので、それ以上の幅が用地買収としては必要になる

可能性もございますので、そういったものを含めての今後の設計なり、測量という

ことでございます。  

  それと、予算のところでございますが、先ほど言いましたのは、登記業務、ある

いは不動産鑑定業務ということでございます。それとあげておりますのは、あと公

有財産購入費ということで、用地購入ということで 3,230万円を計算しておるとこ

ろでございます。  

  以上です。  

○今井委員長  続いて。  

  津田委員。  

○津田委員  今回、進入路整備のための土地購入の予算、先ほどから説明があったん
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ですけども、これは今から基本設計であったり、そういったものが始まるのに、先

にこの土地の購入は先に予算計上されているのか、ちょっとその辺のが分からない

んですけれども、これはどういう意図で、先に土地購入が出てきたのかなと、その

辺説明いただけますか。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  主要施策の説明の 23ページに、事業内容ということで工程表

をあげさせていただいてございます。現在、最初に言いましたように、令和７年ま

での工事の完了ということで計画を持って進めておるところでございますが、現状

では令和５年度から現地の工事に着手できたらという計画でございます。したがい

まして、令和３年度には測量及び実施設計に着手する中で、令和４年度には道路工

事、先ほども言いましたような、道路工事のほうを進めていきたいという思いでご

ざいます。したがいまして、用地買収につきましても、この道路工事の令和４年度

に向けて購入しておく必要があるということでございますので、令和３年度に予算

を計上しておるところでございます。  

  以上です。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  ですから、病院がどんな病院を建てようとしているのか、その辺の詳細

も決まっていない、先ほど道路をここにつけるんだという勝手な、どんなものを建

てようとしているのか、どんな病院をつくるのかというのがまだ議論されていない、

決定していない段階で、先に進入路の土地の購入というのをこれはどういう計画の

もと、これが進んでいるのかなというのをちょっと疑問に思うんですけども。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  この進入路につきましては、基本構想の策定に当たりまして、

市民アンケートを実施させていただいております。その折に新病院に通院する手段

ということでお尋ねしております。その折に自家用車、あるいは御家族、知人等の

車での送迎といった御回答をいただいているのが 71％ございます。さらにバス、タ

クシーといった公共交通、手段を含めると、これを合わせますと 95％に上ってまい

ります。したがいまして、通院をしていく上では、非常に安全に安心して通院でき

るアクセス道、また、場内における駐車場の整備というのは非常に大きな課題であ

ると考えてございます。したがいまして、こういった状況の中で、周辺道路の管理

者、あるいは関係者、関係機関との協議、相談もする中で、やはり新しい進入路、

こういった形のものをするのが非常に望ましいといったことも結論として考えてご
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ざいますので、そういったことを考えながら進入路の整備を計画したところでござ

います。  

  以上です。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  当然宍粟市で初めから車で行くのって当たり前のことじゃないですか。

だって、電車もないのに、分かり切っていた話じゃないですか。その中でこの土地

購入されて、その後また後づけでさらに進入路もつけないといけない、これはどこ

まで広がるんだろうなと。具体的にはそういうものを含めて、初めにやっぱり土地

の購入というのを考えないといけなかったんじゃないのかなという疑問が後で、後

づけ、後づけでやっぱりこれも要る、これも要るという話になってくると、だんだ

んだんだん予算が膨れ上がってくるんじゃないかなという疑問があるんですよ。そ

の辺もう少し具体的に今、宍粟市の地形の中で車以外で、例えばバスもそうですけ

ども、公共の手段はないわけじゃないですか。その中でまたこの後づけで土地を増

やします、買いますというのだったら、当然それも含めてこういう計画を今から立

てようとしてこの土地購入がもともと進んだんじゃないのかなと思ったんですけど

も、その辺はいかがお考えなのでしょうか。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  当然こういった周辺整備というのは大きな事業をすると発生

してくるものと考えておるところでございますが、当然、最初に病院用地として購

入させていただく折には、県道のほうにも隣接しておる、あるいは、南側の市道と

いうところも隣接しておる。２か所進入路があるというようなこともございまして、

その辺も当然研究、検証はしておるところでございます。  

  しかしながら、県道のほうにつきましても、かなり通行量の多いところでござい

ますので、なかなかそういったところからの進入が安全にできるかといった課題、

そういったことを先ほど申しましたような関係機関との相談をさせていただいた中

でのこととなっております。従いまして、この用地があるから、全てもう整ってお

るということではなく、当然それに伴う周辺整備、あるいは交通量の流れが変わっ

てまいりますので、そういったものに伴う何かしらの交通安全のための整備、そう

いったものは当然発生してくるのかなと思います。ですから、これで決まりという

ことはなかなかその時点では判断できないのかな。したがいまして、今回、こうい

った進入路を提案することで、皆様により安全に通院していただく手段の一つが、

手段としてのアクセス道が確保できるのではないかという判断の中でのことでござ
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います。  

  以上です。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  ですから、もう少し病院の具体的な設計、どういう病院をつくるんだと

いうプランが見えてから考えないといけないんじゃないかなと思うんですけども、

実際先に土地を買っていって、我々も実際どういう病院を今からつくろうとしてい

る、建設計画なんか全く今見えていない状況で、先に進入路をつくります、もう少

しその辺を先に、具体的に市民の皆さんがどういう病院を望んでいるのかとか、そ

ういうことを考えないといけないんじゃないかなと。そっちをもっとオープンにし

て、その上で考えないといけないんじゃないかなという疑問点があったんですけど

も、その辺はいかがお考えなんですか。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  どのような病院という部分につきましては、従前より申し上

げておりますように、基本計画の中でお示しし、あるいは病床数、診療科、そうい

ったものもお示しして、また、皆さんにも御意見をいただけるような機会もあると

考えております。それに先んじまして、こういった投資というのも当然必要になっ

てくることでございますので、基盤整備として必要ではないかと考えておるところ

でございます。  

  以上です。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  ですから、これが来年度の予算で出てきているのがもう少し煮詰まって、

その翌年で出てくるんだったら分かるんですけども、先にこれが出てきてしまって

いるところを、何か順序が違うんじゃないかなと思ったんですけども。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  先ほども申し上げましたが、この計画が令和７年までという

ことで、一定５年から現地の建設という計画もしております。当然それに向けての

必要な整備という部分ではあると思っておりますので、これが先んじているかどう

かというのは、当然先んじてやっておるわけなんですけれども、全体の工程の中で

このタイミングで必要という判断をした中での予算計上ということでしておるとこ

ろでございます。  

  以上です。  

○今井委員長  津田委員。  
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○津田委員  本当に病院の配置とか、そういった部分で考えても、この進入路は本当

に必要なのかどうなのかと、今後また分からなくなってくると思うので、私自身は

そういう思いなので、そこはまた今後も議論させてもらいますけども、一応当局と

してはそういう考えだということでよろしいんですかね。  

○今井委員長  よろしいですか。  

  次。  

  飯田委員。  

○飯田委員  私も同じ部分になるんですけれども、土地ありきから始まっているこの

病院建設なんですけれども、今回もこの進入路、これもこれでいけば土地ありきに

なってくる、そういう感じがします。基本的に基本設計ができて、病院がどっち向

きに建つか、正面玄関がどちら、駐車場はどこに、そういったものを勘案しながら

道路というものをつけていく。これが一番順当なやり方じゃないかなと思うんです。

この計画期間の中で、土地をどうしても置いておく必要があると、気持ちは分から

んでもないですけども。今がチャンスだ、この土地を買うチャンスやという、その

土地があるんなら別として、それさえもちょっと疑問を感じるんですけれども、基

本的に正面玄関がどちらになるのか、そういうことがまだ全然決まっていない段階

で、進入路を設計して、土地を購入して、道をつけてしまう。それに合わせて病院

を建てていくということになるんじゃないですか、それだったら、その辺の考え方

を。  

○今井委員長  水口次長。  

○水口企画総務部次長  建て方の向き、あるいはどういう形状になるかというのは恐

らくこれから病床数なりが決まっていく中でどれくらいの建床面積が要るのか、延

べ床面積になるのかといったところになってこようかと思います。当然場内に建て

て、それに向けた道路をつけるというのは必要なことだと思っておりますが、これ

については、進入路を含めての位置関係、当然動かせる敷地もございますので、建

設に向けてどのような形のものがよいのか、横長になるのか、縦長になるのかとい

うところも当然ございますし、場内道の配置というのも当然ございますので、この

道路によって全体が決まってくるというものではなく、場内の道路、あるいは建物

の置き方というのを検討する中で、平行して組み合わせていけるものと思っており

ますので、この道路が大きくそこに影響するということではなく、うまく融合した

中でできるものと考えておるところでございます。  

○今井委員長  飯田委員。  
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○飯田委員  既存の今、県道がありますよね、正面に向かって、どちらが正面になる

のか、新宮線の、そこにはきっちりこの土地が面しておるわけで、病院の配置がど

こになるかによって、その進入する仕方が容易に入れる状況をつくり出せるような

土地の広さやというふうに感じるわけですよ。その意味からしても、やはりきっち

りと病院の形が決まった時点で、この土地の中にどの辺に病院を建てるとか、そう

いう駐車場をどの辺にするとか、そういうものが決まった時点で議論していくべき

じゃないかと。当初予算から入れていく、そういう予算じゃないと思うんです。こ

れは基本設計が決まって、大体の形が決まった、さあ、道路はどうするんだと、そ

の時点で別に補正を組んでも別に問題ないんじゃないですか。当初からそれを、場

所を、道路を進入路を決めてしまうという形でなくてもいいんじゃないかと思うん

ですけど、いかがですか。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  進入路につきましては、今、委員言われた県道と、それから、

市道等にも接しております。それにつきましては、全然使わないということではな

いんですけども、主たる進入路とするにはどうしても交差点に近い、どちらも信号

のところがあるところ、また、手前に新しくできた市道のほうにつきましても交差

点に近いということで、そういうところで道路管理者のほうとも、とか、警察等の

協議した結果、そこに進入路をつけること自体で新しい病院ができることで、右折

だまりもつくるのも難しい、そういうことが言われておりますので、実際の具体の

場所につきましては建設予定地の中でどのようになるかというのはこれからになり

ますけれども、そこに入る新しい病院ができるにはどうしても新しい、今提案して

いる方向からの進入路が必要ということになっていますので、そういうことで提案

をさせていただいております。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  現状の宍粟総合病院がそんなに車が来ないという問題じゃないんですけ

れども、あそこも交差点、すぐ入ったところとか、いろいろと狭い道のところなん

ですけれども、実質それだけの利用があるということを見込んでの考え方での今、

安全・安心を得るための方策という言い方だと思うんですけれども、どちらにして

も、その準備段階で設計もきちっと決まっていない段階でそこを先に購入してしま

うというやり方は順次が違うというふうに我々は思うわけです。だから、予算設定

を今提案されても、ちょっと待ってくださいよというのは今、津田委員じゃないん

ですけども、我々の姿勢としてはそういう姿勢で今、質疑をしておるわけなので、
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どうでもここじゃないとあかんという問題でもないと、今の現状では、そういうふ

うに思うんですけれども。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  進入路といたしましては、今のところ、詳細はもう少しかかる

と思いますけども、今提案している方向がメインの進入路としてはベストではない

かと捉えております。  

  それと、実際基本計画を本当なら今年度末にはできておったらよかったんですけ

ども、それにつきましては、令和３年度の中ぐらいにはできます。それで、用地買

収につきましては、それができてから実際は取りかかるわけなんですけども、予算

購入費としてはかなりの高額になるものでございますので、やはり当初予算にでき

るだけそういう計画があるものには当初予算であげるべきではないかなということ

で、当初予算で計上をさせていただいております。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  そこのところは見解の相違というところで、確かに予算的に 3,000万円

以上の高額なものでありますので、当初予算にという考え方もあろうかと思うんで

すけれども、まだ確定していないものについて当初予算からという、今、遅れて計

画が進行しているという中で、そこをやっぱり高額やから当初予算で押さえておこ

うという考え方よりも、やはりきちっとした中で、きちっとした説明ができる中で

の予算計上という形で補正でも別に問題はないというふうに思うんですけど、いか

がですか。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  前も何回もあれになりますけども、もう進入の方向、進入路と

いたしましては提案するところがベストということなので、進入路的にはそこを、

用地を必要としますので、位置的にはまだいよいよ建設予定地の中でどこになるか

というのはこれから確定はしますけども、メインの進入路につきましては必ず用地

買収が伴うところでないとそちらに接しているところがないので、用地買収は必要

であると考えておりますので、当初予算で計上させていただいております。  

○今井委員長  そうしたら、一応この関連はこれでよろしいですね。  

  そうしたら、ちょっと遅くなりましたが、休憩をさせていただきます。あともま

だ大分残っておりますので、ちょっと短いですけども、 10時 50分から始めさせてい

ただきますので、 50分まで休憩ということでお願いいたします。  

     午前１０時４２分休憩  
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     午前１０時５０分再開  

○今井委員長  休憩を解き、会議を再開させていただきます。  

  それでは、次、津田委員、お願いします。  

○津田委員  主要施策の 24ページの宍粟光ネット移動通信施設運営費についてですけ

ども、ＷＩＮＫさんに使用料の値下げ等の交渉、こういったものはされているので

しょうか、お願いします。  

○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  利用料金のことですが、基本的には一民間事業者が定めた料金

であるために、市が値下げ交渉を行うのは望ましくないようには感じております。

価格については企業間の競争を経て定められたものであって、また、ＷＩＮＫの料

金設定自体も同類の事業者さんと比べても良心的なものであるように感じておりま

す。ですので、今の段階ではそういったお話はしておりません。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  今回こういう質問をさせていただいたのは、せっかくこれだけの通信整

備、光ケーブルの整備をされているので、宍粟市としても前からしそうチャンネル

とかの加入率とか、上げていかないといけない。あと、個人のところで、ネット環

境がまだまだ整っていない、今後キャッシュレス決済等も考えていくと、そういう

ところの整備というのは非常に重要になってくるんじゃないかなと、そういったと

ころも今後ぜひ検討していただければなと思って、今回こういう、ここ行政だけで

やるんじゃなくて、そういう民間さんの力も借りて、こういう加入率の向上とか、

そういったところにも今後努めていただきたいなという思いがありまして、その辺

ちょっといろいろ協議しながらまた今後も検討してください。  

○今井委員長  そうしたら、次に行きます。  

  飯田委員。  

○飯田委員  これは決算委員会でも議論になったところだと思うんですけれども、加

入率についてはそう伸びはあまりないと。逆に転出とかがあれば減っておるという

部分があったりするということなんですけれども、今回のこういうコロナ禍の中で、

いろんな広報をしていく中で、やっぱり全市的に利用できるコンテンツとしては、

かなり有効なものであると思うんです。かなりの多額の維持費をかけておることも

ありますし、そういう意味においても、何かそれを全市的に皆さんに加入していた

だける方法というものはもう一遍見直して考えていく必要があるんかなと。いろん
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な意味で、津田委員がおっしゃったようなこともありますし、やはりその辺は有効

な利用をしていくと、せっかくの大きな財産を今現状持っておるんですから、その

辺を考えていく必要があると思うんですけども、今現状で取組といったものは何か

お考えはございますか。  

○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  委員おっしゃるとおり、厳しい状況が続いております。また、

特に今年度につきましては、コロナの影響で市内の催しが中止をされておりまして、

また、昨年この機会にもお知らせさせてもらったと思うんですけども、学校をテー

マにしたキラーコンテンツをつくりたいということを申し上げたと思うんですけど

も、それも取り組めない状況が続いております。ですので、今年、新たな取組があ

ったかということですけども、具体的には進まなかったのかなというふうに反省を

しております。ただ、そういう催しができない中であっても、スタッフ自身は一生

懸命に番組を考えてくれて、職員自身が出たらどうやとか、いろんな企画を考えて

くれております。ですので、自主制作番組という意味では新たな境地が開けかけた

のかなというふうには感じておりますので、ただ、引き続きどういったものがいい

のか、どうやって番組の魅力を上げていくのかというのは、スタッフとともに考え

えいきたい、そういうふうに思います。  

  以上です。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  関わっておられる方が視聴率を上げるとかいうためにいろいろと努力さ

れておるという部分についてはよく見せていただいて、理解できるんですけれども、

逆に、これを提供しておる、この側として加入してもらえる、加入させるという言

い方は、これは自由にできるんですけども、何とか加入していただくための努力、

そのコンテンツの中身の質を上げる以前に、この必要性をどうしたら理解していた

だけるか、そういう見て楽しむとかいう部分以外に、先ほど言ったようにいろんな

情報発信することによって、生活環境の部分である、防災の面である、そういうも

のを市として伝える、市民として理解し、受け取る、そして、それを自分たちの生

活に生かす、それから、防災面に生かすとかいう部分がございますので、その辺の

ところをそのために必要なんだという理解をしてもらう努力、そういう面も必要じ

ゃないかなと。見て楽しいとかいう、当然そうなんですけども、そういう面に利用

していただきたいんだという、当初目的の中にそこも入っておると思うので、その

辺のところの広報の仕方というものもちょっと考えていただきたいなと。ああ、あ
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ない言いよったらやっぱり入っておってよかったなと、これでいろんなことを受け

て助かったという部分があると思うんです。だから、そういう意味にもおいて、そ

の方法を一緒に考えなあかんのですけど、我々も、一遍考えていく姿勢というもの

をちょっとお伺いしたいと思います。  

○今井委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗秘書広報課長  委員おっしゃるとおりやと思っています。先ほども申し上げま

したけども、いろんなメディアが連携をして、その魅力を伝えていくと申し上げま

したけども、当然一番のメディアはやはり今の段階でも広報誌やと思いますので、

一度その広報誌のほうでしそうチャンネルの魅力であったりとか、便利さであった

りとか、以下にローカルで楽しい番組かというのを別のメディアを使って広めてい

くということも必要かなと思いますので、次年度、ちょっと検討したいというふう

に思います。  

  それと、厳しい状況やと言いましたけども、中身的には南部の山崎地域の加入は

増えておるんですね、実際には。ただ、北部の人口減少による加入者の減少という

のがそれよりも大きいという状態ですので、番組の内容としてはスタッフ、とても

ほんまに頑張ってくれていますので、ある一定、その意味では成果が出ておるとい

うふうには感じております。  

  以上です。  

○今井委員長  じゃあ、次、お願いします。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  それでは、施政方針・主要施策の 24ページ、木育ワークショップ及

び木育啓発、平成 30年から始まったんですか、この事業は宍粟市が打ち出しており

ます、森林から創まる地域創生というような部分での教育、啓発において、あまり

他市町では見かけない事業かと思って、魅力ある事業であるとは感じております。

また、今回の今年度の予算について、令和２年度から３年度においては、一般財源

で約２倍から 2.5倍、予算化されて、力を入れておられることを数字的に見ても思

っております。  

  そこで、今回、私がお伺いするところは、ウッドスタート事業など、魅力ある子

育て環境の実現に向けた新しい取組に対する計画を伺うということで、木育教育、

林業の町、先ほど申し上げました、森林から創まる地域創生、この事業はいろんな

場所にこれからも普及させるべきでないかなと思っております。今、誕生、出産祝

いとか、そういう部分だけでなく、やはり森林から創まる地域創生と林業の町とい
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う宍粟市のうたい文句があるのであれば、これは教育として、また、地域の触れ合

いの場としてあるところ、いろんなところで木育ワークショップなり、木育啓蒙を

していくべきではないか、木の温かさ、木とはどういうものであるかとか、いう部

分も教育の場においてしていくべきではないかなと思っておるところで、これから

の新しい取組を望むべきであり、新しい取組はありますかという質疑をさせていた

だきました。よろしくお願いします。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  宍粟市の木育の理念としましては、木の好きな人を育てるとい

う事業で、非常に息の長い取組になるかなというふうに思っております。  

  まず、１点目は、やはり今やっていることをしっかり継続してやるということで、

木のおもちゃをつくるワークショップであったり、子育て支援センターでのもくも

く広場やおもちゃ図書館での木のおもちゃとの触れ合い、また、小中学校での森林

体験学習であったり、環境学習、また、森林大学校と連携して発行する木育新聞に

よる中高生への啓発、そういったものをしっかり取り組んでいくということがまず

１点。  

  ２点目、新たなということでございますが、令和３年度に向けては、やはり子ど

もたちが森に関心を持てる取組ということを今年度の決算委員会からも御意見をい

ただいているというところでございまして、新しく市内のホームセンター等でそろ

う資材を利用して、それで製作できる木製品のつくり方の図案のようなチラシを作

成したいなというふうに思っています。そのことを例えばホームセンターに置いた

り、いろんなところに架配したり、配布することで、子どもと大人が一緒に木に触

れるきっかけづくりが行えるのではないかと、委員おっしゃるようなことができる

のではないかというふうに考えておりまして、計画をしているところでございます。  

  以上です。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  トイザラスとか、おもちゃ屋さんに、大手のおもちゃ屋さんに行っ

ても、木育の木のおもちゃのコーナーがあります。ただし、大変高いです。でも、

その辺のことから考えると、宍粟市の子どもたちは幸せかも分かりません、ふだん

からそういう木のおもちゃに接するということは。その辺も宍粟市のある程度よく

出てくる売りというのか、そういうような部分で、アピールできる小さな部分です

けども、小さいおもちゃは少ない利益ですけども、その辺も一つの売りになるので

はないかなと思っております。そのような基盤として今行われるこの事業が一つの
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基礎として大きくなっていって、宍粟市の木のおもちゃとかいうような大きな広が

りができる一つの要素がある小さな事業かも分かりませんけども、将来的には大き

な事業になる可能性もあるかなと思っておりますので、今回の質疑させていただき

ましたので、引き続きこつこつと努力していただきたいと思います。  

  以上です。  

○今井委員長  次、お願いします。  

  神吉委員。  

○神吉委員  関連でいいですか、すみません、先ほどの木育のところで、予算倍増の

分で、チラシなどをつくるというふうにおっしゃられました。そのチラシ代に限っ

ての 600万円ですか、差額の 600万円というは、約 600万円は、ごめんなさい、 60万

円です、 60万円はチラシをつくるというところだけのものですか。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  継続部分は除きまして、その増額分で図案のチラシ等々を作成

したいというふうに考えております。  

○今井委員長  いいですか。  

  じゃあ、神吉委員。  

○神吉委員  続きまして、施政方針の 24ページ下段、ふるさと納税の推進事業のとこ

ろでお伺いします。  

  需用費の内容とはというふうに書いておりますが、この需用費というのが積立金

のかなりの率を占めているので、その内容をお伺いします。  

  それから、ポータルサイトの費用対効果はと書いておりますが、これはポータル

サイトに費用をかなり納めなければいけないのではないかと思うんですけども、そ

の費用をどのように見ておられるのか、これをお伺いします。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  まず、１点目の御質疑でございます。需用費の内容はというと

ころでございまして、需用費としまして 7,656万 7,000円をあげております。内訳と

しましては、返礼品の調達費用として 7,604万 4,000円、それと手続事務の用品代と

しまして 52万 3,000円計上をしております。  

  ２点目、ポータルサイトの費用対効果というところでございますが、ポータルサ

イトの使用にかかる経費として、委託料と使用料合わせまして約 2,270万円程度計

上させていただいております。  

  また、令和３年度の寄附見込額は２億 5,090万円を見込んでおりまして、このう
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ちポータルサイトを経由した寄附金を２億 4,140万円、約 96％と見込んでおります。

ポータルサイトの使用料に対しまして、寄附金は 10.6倍と見込んでおりまして、ポ

ータルサイトの利用による費用対効果は十分にその役割を果たすのではないかとい

うふうに捉えております。  

  以上です。  

○今井委員長  そうしたら、次。  

  津田委員。  

○津田委員  今現在、ポータルサイト、幾つ使っているのかというのと、今、一番実

績が出ているサイトはどこが出ているのかなと。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  １点目のポータルサイトの数でございますが、ポータルサイト

としましては、ふるさとチョイス、楽天市場、さとふる、ふるなび、この４サイト

を活用しております。  

  それと、実績が一番出ているものはというところでございますが、令和２年度２

月までの実績によりますと、ふるさとチョイスが一番よく寄附をしていただいてい

るサイトで、全体の 30.9％、約 7,200万円の寄附をいただいている、そういう状況

でございます。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  この後、ふるさと納税、非常に大事な財源だと思うんですけども、宍粟

市の返礼品をもっと数を増やす仕組みづくり、これは今、私も声をかけたりはして

いるんですけど、その辺、今後どういうふうに進めようとされているのか、考えが

あれば。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  返礼品の数を拡充するということはアイテム数、出店のコース

を増やすということになろうかというふうに思います。田中委員の御質疑でもお答

えさせていただいたとおり、返礼品のコースの拡充というのを図りたいと思ってお

りまして、今、 110万円以上ですと 10万円刻みのコースですが、そこを細かく１万

円刻みにすることによって市内に眠っている産品等々がコースに見合う価格で出品

できるのではないかというふうに考えておりまして、きめ細かなコース設定という

のを行っていきたいというふうに考えております。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  ぜひ今後も産業部なんかと連携しながら、特産品、宍粟市もやっぱり眠
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っている製品をこういったところで世に出していかないといけないと思いますので、

もっともっと木製品であったりとか、そういったところをもっと宣伝をうまくして

もらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。  

  以上です。  

○今井委員長  それでは、次、お願いします。  

  山下委員。  

○山下委員  それでは、次の 25ページの事業一覧の中の上段の職員研修事業について

質疑いたします。  

  対前年度増減、マイナス 124万 7,000円の理由をお尋ねします。  

○今井委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  お尋ねのありました、研修事業 124万 7,000円の減額の理由でござい

ます。  

  こちらの主な要因ですけども、平成 25年度から実施をしておりました、東北の宮

城県の山元町のほうへ職員を派遣をしております。こちらの派遣にかかる旅費の研

修旅費として計上しておりました。その旅費が減額になるということで、が主な要

因です。いわゆる一般的な職員研修、市が単独で実施する研修であったりという部

分につきましては、必要な委託料、それから、報奨費の額というのは前年同額、ほ

ぼ確保できておりますので、この予算で令和３年度計画しております研修は実施で

きるものと考えております。  

  以上です。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  この職員研修事業についてなわけでありますけれども、私も様々な職業

を経験してきたからより分かるわけでありますが、議員も含めてですが、職員に対

する市民の目というのは大変厳しいものがあります。また、このコロナ禍での生活

困窮の中、その厳しさは増しているというふうに考えております。  

  そこで、やはり職員研修をしっかりとして、この市民サービスの向上、これを図

る必要が今は本当に大きくなってきているというわけでありますが、それで、資料

の中にも 11ページから 14ページまで、研修案を載せてくださっております。そこで、

こういった研修をした後、やはり市民の税金を使わせていただいて、研修を行うわ

けでありますから、市民に公表する場の設定ということはどのようになっているの

でしょうか、その成果の公表です。  

○今井委員長  菅野課長。  
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○菅野総務課長  それぞれ研修、目的も違っておりますけども、今、言われましたよ

うに、市民の方のニーズもかなり多様化しておりますし、あと事業主として、実施

をしなければならない研修というのも増えております。そういう部分を含めまして、

結果、すぐに出てくるものと出てこないものとあると思うんですけども、日々、特

に対住民サービスという部分につきましては、職員の日々の仕事の仕方とかいうの

がまずは結果というか、そこで見せていくとかいうのが最終的な目標にはなるのか

なと思うんですけども、それに至るまでの過程、どういう形で研修をしているかみ

たいなところもホームページ等で公表も実績はしているんですけども、さらにその

あたり、ＰＲができるところがないかというのは検討したいなと思います。  

  以上です。  

○今井委員長  では、次、お願いいたします。  

  浅田委員。  

○浅田委員  私は部局資料の２ページで、財務課の関係で、財産の適正管理というと

ころで、普通財産のうちの未利用財産の有効活用というふうなことが記載されてお

るんですけども、令和３年度でいわゆるｺｳﾊﾞｲの予定物件等は予定はされておりま

すか。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  私のほうから、学校跡地を除きました普通財産の部分で説明させてい

ただきたいと思います。  

  現在、財務課で管理しております普通財産は 125か所となっております。そのう

ち 53か所はのり面であったり、狭小地ということで利用ができない土地でありまし

て、残りの 72か所のうちもう既に個人へ貸している部分、自治会で活用されている

部分、市で活用している部分が 66か所あります。  

  実際未利用財産で有効活用が可能な部分は６件かというふうに思っております。

そのうち２件につきましては、もう既に住宅地として売却を随時募集しております、

以前から言っております旧下三方小学校のプールの跡地が２件あります。また、１

件につきましては、近い将来県道の拡幅工事にかかる予定ということでの情報も聞

いております。残り３件なんですけれども、境界などの関係で、今、隣接地権者と

調整を続けているものや、あと、現在、市が一部は使用しておりますけれども、以

前は貸付けをしていたこともありますので、申出があれば貸付けが可能かなという

土地があるということになっております。  

  以上でございます。  
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○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  分かりました。  

  あと、要は学校跡地の活用も全庁的に進められておるんですけれども、いわゆる

普通財産の維持管理計画みたいなもの、いわゆる財産管理をする中で、全体的にこ

れだけ財産がありますよ、それで、将来的にはこれは活用できるだろうと、それか

ら、これはもう活用ないから、活用を見込めないから売り払う、あるいは貸し付け

る、そういうふうなさびわけの計画というのがありますか。もしなければ、今後、

令和３年度でそういうふうな普通財産の関係で、いわゆる維持管理計画的なものを

つくるというふうな考え方はありますか。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  計画というものはございませんけれども、先ほど申しましたように、

これは使える、これは使えないというような一定の整備はさせてもらっております。  

  今後、この部分について、売払いをしていくとかいうようなことは、先ほど申し

たとおり、もう数件しかございませんので、そこまでの計画までとは思っておりま

せんけれども、整理をした部分はあるということで御理解いただければと思います。  

○今井委員長  では、続いて。  

  津田委員。  

○津田委員  私、部局資料の５ページの令和３年度指定管理料予算一覧から質疑させ

ていただきます。  

  指定管理料の増額、非常に多く見受けられるんですけども、指定管理者制度及び

予算の統括部署である企画総務部から見て、この予算、これは適正と協議されたの

か、その辺の経緯をお聞かせください。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  全体的なことなんですけど、令和２年 11月に総務経済の委員会

でも説明させていただいたんですけども、令和３年度以降の指定管理料に係る基本

方針等に基づきまして、指定管理者の指定につきましては 12月に上程して、議決を

いただいたところでございます。  

  それで、次期指定管理期間における収益施設の指定管理料につきましては、令和

２年 11月の総務経済常任委員会においても、所管部より説明があった内容により、

一応予算要求はなされておりまして、財政のヒアリング等でも一応の資料等につき

ましては、所管部のほうから説明があって、それに基づいてある程度一定の適正な

もの、それぞれある程度の説明がつく予算となっているのではないかなというよう
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に捉えております。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  詳細は担当部局でやらせていただこうと思っているんですけども、１点

ちょっと伊沢の里、フォレスト、宍粟メイプル、あと播磨いちのみや、この辺の例

えば３者を統合して、経営のスリム化を図るとか、そういった協議とか、そういっ

たのは部局の中でされたのでしょうか。  

○今井委員長  答弁できますか。  

  前田部長。  

○前田企画総務部長  経営の統合、スリム化とかいうのについては、詳しいところは

また部局で聞いていただいたら、多分そこまでのあれはようしていないんじゃない

かなと思います。  

○今井委員長  では、次、お願いいたします。  

  飯田委員。  

○飯田委員  私も津田委員と同じところなんですけれども、基本的に担当部署で説明

があった、適正に判断して金額があがってきた、それを総務、財務のほうで確認の

上、適正であるというふうにしたということなんですけれども、詳細の部分は担当

部で聞くとして、基本的に収益性のある事業について、これは一定指定管理に係る

のかどうかという議論が今までもずっとあったと思うんですけれども、そこは今回、

そういう部分であっても、市が管理するもので収益性が望めない部分について、何

とかその部分を援助しなければならないという考えから、ここの一定の指定管理を

つけるという、そういうことやったと思うんですけども、この一気にこれだけの額

があがるという、それがすんなりはい、そうですかとなった部分はちょっと理解で

きないという部分があるんですけども、これは本当に適正であるという判断に至る

までにいろんな議論があったのでしょうか。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今回の経緯につきましては、先ほど部長がお答えさせていただ

いたとおり、令和３年度以降の指定管理に係る基本方針等という中で予算要求がな

されているということで考えております。  

  この基本方針については、度々ですが、委員会のほうに説明をさせていただいて

いると思います。２月、６月、また 11月という形で、今現在、このことを真剣に考

えているんですよということで、少し待ってくださいという中で方針を決めて、企

画総務部で全体の話をさせていただいて、詳細については所管部のほうからその内
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容を同月に委員会のほうに御説明させていただいたというふうに捉えておりまして、

今回、金額的にはかなりの増額をしておりますが、実際の経営努力だけではもう公

の施設を同じように市民の皆さんにサービスを提供していける状況ではないという

判断のことから、一定公の施設の収益性が上がらないところで引き続き、市民サー

ビスに提供する必要があるもののみ今回あげさせていただいているということにな

っておりますので、全ての自主事業に係る維持管理経費等々をあげているものでは

ないという説明が今までなされているというふうに考えておりまして、その基本方

針にのっとった予算要求というのを見ていく中で、今回、計上をさせていただいて

いるというところになりますので、もし根拠等、その予算要求の根拠等ということ

になれば、また所管部に資料も出ていると思いますので、聞いていただきたいとい

うふうに考えております。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  その点、分かりました。その部分については産業部なりで聞いて、確認

したいと思います。  

  また、今まで指定管理をしておったという千種ふれあいサロンでありますとか、

みなみ波賀道の駅でありますとか、これについても増額がされております。これに

ついても先ほどの施設等、新規にした施設と同様に同じような考え方でそこに持っ

てこられたのか、そういう考え方でこれを決定されたのか、その点についてお伺い

したいと思います。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今回、 12月に提案させていただいた施設には、公募によるもの、

指定によるもの、そういった２種類がございます。公募によるものにつきましては、

指定管理料については提案制というものをとらせていただいております。当然、時

代のいろいろな経済状況、また、指定管理者の管理者がそもそも変わるというとこ

ろで、やはり引き続いた指定管理料の提案というのが難しいということで、内容的

に増えている部分は否めないというところもございます。  

  ただ、このところにつきましては、指定管理選定審議会の中でも審査をいただき

まして、やはり前管理者との内容等を精査して、できる限り指定管理料というのを

民間活力によって抑えていくというところの御指摘をいただいておりまして、提案

いただいた指定管理料から交渉によりましてもう少し経費の削減というところの努

力も重ねていただきながら、最終的に決定させていただいたというような状況の施

設もございます。そのところもまた所管部で多分説明があるかというふうには考え
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ております。  

  ただ、指定管理者が変わるときには、前回同じような指定管理料にはなかなかな

らないというところは実態としてあるというところについては御理解をいただけた

らなというふうに考えております。  

  以上です。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  審議会を経ておるという部分もあるということなんですけれども、１点、

この金額的な部分で、市民感情で見ますと、一気に倍になると、じゃあ、今までこ

れ、赤字でずっと我慢してやってくれたんかとか、いうふうに思っていただけるの

はありがたいと思うんですけれども、逆に、倍になるということのほうが目につき

やすい、それの説明というのは割合しにくいと思うんです。だから、その辺のとこ

ろをじゃあ、これが本当に倍にして維持していかなあかん施設なんかどうかという

議論が起きてくると思うんです。私自身が要る、要らないじゃなくて、だから、そ

ういうことも含めて、もう一度見直すべきときが来ているんじゃないかな、全体的

な指定管理という部分で、指定管理の在り方とかいう部分があると思うので、また、

その辺のところは一つの指摘やと思っていただいて、やっぱり通ったからいいんだ

というんじゃなくて、その辺のところはしっかり見ていっていただきたいと。それ

で、これだけの増額になった分で、じゃあ、その管理されたところが運営がうまく

いっているのかという検証もきちっとしていただいて、本当にそれが逆にただ単に

増額した分が赤字補填にならないように、その辺のところは総務課のほうできちっ

と見ていただきたい。その部分は担当部に指摘していただいて、その辺のところは

きちっとした管理が必要やと思うので、その辺のところだけお願いしておきたいと

思いますけど。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今後の指定管理の在り方というところで御質疑をいただいたん

かなというふうに思っております。  

  当然、指定管理は公の施設があった前提に基づいて管理をするわけでございます

ので、大きな意味においては、今、指定管理を出している施設にとらわれず、全て

の公共施設の総合管理というのが必要になるというのが大前提になるのかなと思っ

ております。その中で、どうしてもやはり市民サービス、公の施設として残してい

くものについては当然維持をしていく、その中で民間活力を導入するものについて

は指定管理を入れていくと、その視点については変わりがないのかなというふうに
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思っております。  

  指定管理料、また経営のところですが、今の指定管理選定審議会の中ではそのと

ころを強く思っておられまして、今年度も三セクの代表者の方に来ていただいて、

経営状況を半日かけて事細かに聞いていただいております。そういったことは来年

度以降も続けたいという思いがございますので、第三者的な立場の方にしっかり聞

いていただいて、そのことは事務局からしっかり伝えていくというふうなことを考

えておりますので、そういうふうな対応を考えていきたいと思っております。  

○今井委員長  関連で。  

  津田委員。  

○津田委員  すみません、１点、指定管理料の増額、これは要請があったのは、各社

からこちらに要望があったという形でよろしいんですか、指定管理の会社からここ

の増額要請を受けて審議されたということでよろしいんですか。  

○今井委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  指定管理料の設定の仕方については、提案型の公募施設につい

ては事業者の提案額で一定協議の上、最終的に決定はさせていただくというのと、

指定の施設については、指定管理の基本方針にのっとって、所管課から積み上げた

額を予算化をしているというところでございます。  

○今井委員長  そうしたら、次、お願いいたします。  

  飯田委員。  

○飯田委員  すみません、部局資料の 22ページになるんですけれども、宍粟市の基金

残高の見込みという部分なんです。  

  先ほどからもありましたように、取崩しと、財政調整基金の取崩しの部分、昨年

度は 4,100余り、今回、令和３年度見込みとしては１億円の取崩しということにな

っておりますけれども、 30ページに財政収支見通しがあるわけですね。これの中で

基金の取崩し額Ｂというところで、これはあくまでも見通しという形なのでしょう

けれども、令和３年度においては 1,300万円という予定になっています。以降、

1,200万円であり、 1,000万円でありという形になるんですけども、令和７年度から

はぐんと上がっていくというような見通しが立ててあります。この部分について、

ここの長期的な考え方はどういうふうな考え方でこういう見通しを立てておられる

のか、お伺いしたいと。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  それでは、私のほうから御説明させていただきます。  
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  最初に 30ページの収支見通しの全般的な考え方について、御説明させていただき

たいと思います。  

  これまでも御説明はあったかと思うんですけれども、これは決算ベースであると

ともに、一般財源ベースのものでありまして、特定財源は含まれておりません。ま

た、前年度の決算が一定確定した毎年８月に作成し、県へ報告する、県下同じ様式

でございます。さらに、県が設定しております一定の関数等も組み込まれておりま

す。さらに、歳入と歳出の差額が生じた場合は、財政調整基金を取り崩すことでそ

の差額を埋めるというルールがあります。また、令和元年度の決算額を基に８月初

旬に財務課のほうで把握している情報を反映しておりますけれども、その時点のも

のであります。また、将来的に現状が続けば、これは制度的なことも含めてなんで

すけれども、このような状態になるというもので、あくまでももう漠然とした推計

であります。必ずこの年度にこのようになるというものではないことは最初に御理

解いただきたいと思います。  

  その上でなんですけれども、１億円と 1,300万円の違いということでございます

けれども、１点目には時点の違いということで、これが８月時点のものであって、

１億円は現時点の違いということがあります。さらに、予算ベースと決算ベースの

違いというところになります。  

  次に、令和７年度から令和 11年度にかけて大きな取崩しとなっている点について

は、現状が続けば令和７年度から基金の取崩しが必要になり、また、令和８年度か

らは令和７年国調の影響などを含めて、さらに取崩しが必要になるというような見

込みをしております。  

  ただ、このことは県へも説明はしているんですけれども、本市は普通交付税に依

存しているということは委員も御理解いただいているかと思います。ただ、その算

定方法によって、大きく変わってくるものでありまして、算定方法は毎年変わりま

すし、令和８年度の算定方法が今分かるかというと分からないわけでございます。

あくまでも現状が続けばということでございますので、必ずそういうふうになると

いうものではないことは御理解いただきたいと思います。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  その辺の説明、理解しました。その上に立っての次の質問になろうかと

思うんですけども、将来負担比率の見込みということで、昨日も予算質疑の中で会

派からあったんですけれども、宍粟市は 116.3であると、県下でも最悪、最悪とい

う言い方は失礼ですけれども、一番低いのが 179.6の上郡という形になります。ま
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た、赤穂なり、そのあたりも我が市よりも低い部分があると思うんですけれども、

実際同列と、同じぐらいのレベルの市町でありましたら、相生は 91.5とかいう雰囲

気になっています。昨日もありました、全国平均は 24.7と、この 24.7、県で 54.3と

平均が、全国レベルでいえば約３倍、県レベルでいえば倍というぐらいのところな

んですけれども、これを、まあこれぐらいは仕方がないと思って財政運営をしてい

くのか、先ほどありましたように、長期見通しになれば、基金の取崩しがその時点

にならなければ分からないけれども、これだけの大きな取崩しを見込んでしまうと

いうような財政の今の現状ということもありますので、やはり相対的な引締めとい

うのが予算ベースのときに必要じゃないかなというふうに思うんです。先ほど、元

へ戻ったら失礼ですけど、先ほどの病院の土地の問題にしても、これはそこへなっ

てどうでも必要になったときにはそうなると思うんですけれども、やはり最初の予

算を組む時点で、もっと考えるべき部分があるんじゃないかと思いますけれども、

その辺、全体的に見て、どういうふうに考えておられるのか、もう一度お聞きした

いと思います。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  全体的にということでございます。実際、一般財源等が少ない、財政

基盤が弱い本市でございます。事業を進めていこうとしますと、建設事業、基盤整

備を進めていこうとしますと、どうしても起債の発行をしなければなかなか進めて

いけないという状況であることは委員も御理解いただいているのかなというふうに

思っております。  

  我々としましては、やはり有利な起債をうまく活用しながら、一般財源を確保し

ていったり、というところで財政運営を運営していくしか現状ではないのかなとい

うふうに考えております。  

  ただ、やはり将来負担のこともありますので、繰上償還を進めていく、借入れす

る事業につきましては精査をしていく、これはもちろんやっていく中で、健全な財

政運営を進めていきたいと思っておりますので、その点、御理解いただければと思

います。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  確かにもともと財政基盤が弱いということはもう承知の事実なんです。

その中で将来を不安視する声があるという中で、いろんな建設事業はどんどんされ

る、こういうことについて、いいものができるというのは皆さん喜ぶんですけれど

も、じゃあ、その財政負担はどうなるんかという部分については不安を感じる、こ
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れはどうしようもないところだと思うんですけれども、やはりそこのバランスをど

うとっていくかというのが申し訳ないけど、皆様、行政の考えていくところ、それ

を我々がいいのか悪いのか、それを審査するという立場なんですけれども、どっち

かといえば、辛抱、ある意味辛抱するべきところは辛抱せなあかんという考え方を

もってすればいいのか、いや、いや、何とかなるやろうという考え方で進めるのか、

その辺があると思うんですけど、我々はきちっと計算しているんやから大丈夫やと

いうお考えだと思うんですけれども、我々みたいな人間にとってはかなり先々の不

安を感じます。また、市民の方から言われると、それに対してきっちりと大丈夫や

という返事ができないところもありますので、その辺はきちっとした説明ができる

予算組みをしていただきたいと。繰上償還はずっとしていただいておるんですけれ

ども、これとても、いつも言われます、不用額がいっぱいあって、それの中から繰

上償還をしておるという指摘も毎年あると思うんですけれども、そういうことも含

みながら、この予算組みというときにきちっとしたものがやはり必要になってくる

ということをお願いしたいと思うんです。その辺、分かっておると言われると思う

んですけれども、その辺のところについてはもう重々心にして予算を組んでいただ

きたい、それはお願いしておきたいと思います。部長、いかがでしょうか。  

○今井委員長  前田部長。  

○前田企画総務部長  御承知のとおり、財政厳しいところについてはあらゆる枠配分

方式とか、そういうことも取り組んでおるところでございます。言われたことにつ

いてはそれをもって適正な財政、健全な財政運営に向けた予算編成というのはして

いるつもりでありますし、これからもそういう予算は続けていこうと思っておりま

す。  

○今井委員長  そうしたら、最後ですけども、私のほうからですが、今も説明が多少

あったんですけども、もう一度お願いします。資料の 25ページと 30ページにおいて

の実質公債費比率の令和３年見込みが 5.4と、それから、片方は 9.2というふうにか

なり違うわけです。作成時点の違いとか、いろいろあるようですけども、ちょっと

その違いの説明をもう一度お願いいたします。  

  堀課長。  

○堀財務課長  まず、先ほど 30ページの収支見通しについて、県で決められた様式で

あるということは説明させていただいたんですけれども、実質公債比率の部分につ

いては、少し補足させていただきたいと思います。  

  左の部分ですね、 30ページの下から２段目になるかと思うんですけれども、こち
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らが令和元年度決算から 11.5、 9.8、 9.2となっておりますけれども、様式上そのよ

うな記載になるわけなんですけれども、実際の数値としましては、令和元年度が

9.8、令和２年度が 9.2、令和３年度が 9.5と一つずついきなりずれることになりま

すので、その点、まず御理解をいただきたいと思います。  

  その上でなんですけれども、実は８月時点の見込みから 5.4％となっている理由

でございますが、これは９月補正、または、この３月補正に計上しましたが、繰上

償還を積極的に進めたことによる結果というものでございます。  

  以上になります。  

○今井委員長  分かりました。  

  一応事前通告は以上であります。  

  委員の皆さん、ほか何かありますか。  

  榧橋委員。  

○榧橋委員  今、国のほうでは環境をすごい重視をしているわけでございます。ＣＯ ２

削減ということで、国のほうも電気自動車をどんどんこれから入れていくというか、

皆さん、買っていただくというか、そっちのほうに方向性が行くという話もありま

すけれども、宍粟市においての公用車の電気自動車のリースの計画、それをちょっ

とお聞きしたいなと思っているんですが。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  2050年までの脱炭素社会によりまして、今後電気自動車などの普及が

進んでいくのではないかなということは私も理解はしております。  

  本市では 15年かつ 15万キロ以上を一つの目安としまして、公用車の更新を行って

いる状況でございます。  

  保有車の多くは軽自動車になるわけなんですけれども、ただ、軽の電気自動車に

ついては限られたメーカーしか販売されていないというような状況があります。本

市は現在軽３台電気自動車を持っております。利用面については、走行距離が約

100キロメートル可能ということなんですけれども、実際夏場や冬場で冷暖房を利

用しますと、 60キロぐらいしか走らないということで、例えば市役所から波賀町の

北部を往復できないというようなところがあります。  

  あと、コスト面なんですけれども、燃料費におきましては、電気自動車のほうが

１キロ当たり、ガソリン車より７円程度安いということで、大体年間公用車、走行

距離 9,000キロぐらい走るんですけれども、それから考えると年約６万 3,000円ぐら

いの経費が削減できるということにはなります。  
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  ただ、ちょっとリースということは今まで考えたことがなかったんですけれども、

購入費の、買った場合、今、ガソリン車が 90万円程度で購入できるんですけれども、

電気自動車については 200万円以上かかるということで、実際２台分以上というよ

うな形になります。  

  それとあと、駆動用バッテリーの寿命も長くて８年、 10から８年、または 10万キ

ロと言われておりまして、実際全体的な費用を考えると、やっぱりガソリン車のほ

うが 60万円程度安くなるということで、電気自動車のほうが高くなるという形にな

ります。  

  このようなこともあって、なかなか電気自動車の購入というか、導入に踏み切れ

ていないという部分もあるんですけれども、今回、宣言が出されたことによって、

私はちょっと自動車業界も軽の電気自動車についての販売、性能であったり、価格

であったりということが今後関わってくるというようなことを期待しているところ

でございます。その辺も踏まえながら、今後、電気自動車の導入について検討して

いければというふうに現在は思っております。  

  以上です。  

○今井委員長  榧橋委員。  

○榧橋委員  やはり広大な面積を持っている宍粟市にとっては、かなり不利なという

か、利用しにくいということがありますよね、都市部と違って。今後、自動車の開

発とかいろいろあると思いますので、また、検討とか、いろいろしていただいて、

よろしくお願いします。  

○今井委員長  ほかありますか。  

  飯田委員。  

○飯田委員  すみません、今の話について関連なんですけれども、国として一応の方

向性が出た以上、この前も言ったんですけども、市としても待ちじゃなしに自分の

ところから攻めていく姿勢をつくっていく必要があると思うんです。電気自動車と

いうのも業界からもその方向が出ていますので、ガソリン車はなくなっていくんだ

という前提でそういう購入計画とかいうものをつくっていく、安いのが出たから一

気に買うというのじゃなしに、徐々にその方向に進めていくということも進めてい

く必要があるんかなと、計画として、思うんです。その辺の考えはないでしょうか。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  先ほども申しましたように、ガソリンと電気自動車であれば、 60万円

から違うということがあります。これが１台でしたら 60万円ですけれども、 10台買
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えば 600万円、 20台買えば 1,200万円ということになります。先ほどから一般財源の

話とかも出ております。その辺も踏まえながら検討はしていきたいと思いますけど

も、今現在では計画は持っておりません。  

  以上です。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  だからですよ、一気に車をそれに変えるとなるとすごい財源が必要にな

ってくるので、徐々に変えていくという計画をつくるべきやと思うんです。それに

言わせれば財源があるとか、ないとかじゃなしに、その有無にかかわらず、そうせ

なあかんという状況ができてきたときにはやらなあかんようになってしまうと思う

んです。うち財源がないからできんのやと放っておくわけにはいかん状況になった

ときに困るという、だから、徐々にそういう方向をつくっていくというのが必要じ

ゃないかなと思うんです。確かに財源はないですよ。ないけれども、財源を早くも

考えていって、先ほどから言うように、どうでも必要なものについては絶対使わな

しゃあないですから、お金は。だから、その辺のところを考えるときに、今のうち

からそういう方向性をつくっていくという考え方をできないかなというふうに言っ

ているんですけど、いかがでしょうか。  

○今井委員長  堀課長。  

○堀財務課長  言われていることは全く分からないとか、そういうわけではございま

せん。先ほどから言っていますのは、財源的な部分でということですので、その辺

も徐々には検討していきたいというふうには思っております。  

  以上です。  

○今井委員長  予算質疑ということでよろしくお願いいたします。  

  あとありますか。よろしいですか。  

     （「なし」の声あり）  

○今井委員長  それでは、企画総務部の予算審査をこれにて終わります。職員の皆様、

どうも御苦労さまでした。  

  午後の部は１時より再開いたします。  

  以上です。  

     午前１１時４７分休憩  

                                       

     午後  １時０１分再開  

○今井委員長  それでは、委員会を再開いたします。  
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  職員の皆様、よろしくお願いいたします。  

  限られた時間でありますので、円滑な進行に御協力をお願いいたします。  

  審査に入る前に説明職員の皆様にお願いをいたします。  

  説明及び答弁は自席で着席にてお願いします。説明職員が委員長席から分かりづ

らい場合がありますので、説明職員は挙手の上、「委員長」と発言し、委員長の許

可を得て発言をお願いいたします。マイクの操作は全て事務局が行いますので、赤

いランプが点灯した後、発言をお願いいたします。マスク越しになりますので、や

や大きめの発声をお願いいたします。  

  それでは、まちづくり推進部の審査を始めます。  

  まず、簡略に概要の説明をお願いします。  

  資料につきましては、委員はあらかじめ目を通していますので、必要な部分につ

いてのみ、御説明ください。よろしくお願いします。  

  津村部長。  

○津村まちづくり推進部長  それでは、よろしくお願いいたします。  

  まちづくり推進部では、部としての全体予算が 14億円というふうになっておりま

す。前年度から約１億円の減少となっておりますが、これは消防費の関係、消防自

動車の設備投資が減少したことによるものであります。  

  全体概要としましては、昨年度に引き続き、宍粟市の総合計画、体系上の方針に

沿い、まちづくりを着実に進めていくこととしております。  

  その中で、主なものとして、まず、快適に暮らせるまちづくりのための公共交通

の充実、安全・安心のまちづくりのための消防、防災、交通安全、心豊かに生き生

きと学べるまちづくりとして、生涯学習やスポーツ活動、人権教育・啓発、男女共

同参画の推進、参画と協働のまちづくりの推進では、将来を見据え、誰もが参画す

る地域密着の組織、育成を促し、個人や単位自治会の活動では、解決困難となりつ

つある課題を地区全体で取り組む体制づくりを進めてまいりたいと思います。  

  なお、昨日議決をいただきました、宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会

づくり条例の趣旨のとおり、誰もがその個性や能力に基づいて社会づくりに参画す

ることこそ未来ある宍粟市を切り開いていくための最重要課題として、このことを

念頭に地域とともに協働のまちづくりを進めていきたいと思っております。  

  この後、提出済みの審査資料に基づきまして、少し簡単ですが、各課の取組につ

きまして、次長より説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。  
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○今井委員長  樽本次長。  

○樽本まちづくり推進部次長  それでは、私のほうから、令和３年度予算に伴うまち

づくり推進部の取組について、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。  

  予算委員会の資料１ページを御覧いただきたいと思います。  

  市民協働課の主な取組であります。  

  まず初めに、生活交通対策につきましては、令和２年度はコロナ禍において対前

年比で約４万 9,000人の利用者が減ではありますが、約 23万 6,000人の方の利用をし

ていただいております。市民の自助生活を支える交通手段として、引き続き運行事

業者への適切な支援を行ってまいりたいと思っております。  

  また、市内の完結路線の利用状況を注視する中で、利用者が少ない路線について

は、地域と意見交換をする中で、路線バス以外の移動手段も含めて検討を進めてま

いりたいと思っております。  

  協働のまちづくりにつきましては、既存の取組を推進する中で、地域の課題を自

ら克服することができる、自主自立が確立されたまちづくりを進めるとともに、若

者が地域社会の一員として住みよいまちづくりに参加できるよう、引き続き取り組

んでいきたいと思っております。  

  ２ページを御覧いただきたいと思います。  

  スポーツ活動を通じた元気な宍粟に向けた取組につきましては、元気で生きがい

にあふれたまちづくりを目指して、宍粟市スポーツ推進計画の策定に着手するとと

もに、オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバルの成功に向け

て、関係機関や社会体育団体との連携を進めてまいりたいと思っております。  

  次に、７ページを御覧いただきたいと思います。  

  人権推進課の主な取組であります。  

  差別、人権侵害をはじめとする様々な内容に応じた市民相談業務を行うほか、イ

ンターネット上の悪質な書込みを監視するインターネットモニタリングを実施する

ほか、人権学習の機会をつくってまいります。  

  また、いわゆるコロナ差別と言われる感染者や医療従事者に対する差別や誹謗中

傷などについても、人権侵害を防ぐ取組を継続してまいりたいと思っております。  

  男女共同参画の取組につきましては、宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社

会づくり条例や第２次男女共同参画プランに基づき、男女共同参画に関する取組を

総合的かつ計画的に推進してまいりたいと思っております。  

  消費者行政に関する取組としましては、相談員の資質の向上を図るとともに、消
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費者市民社会の形成に向けた講座の実施、消費者協会との協働による啓発事業など

を行ってまいりたいと思っております。  

  次に、 15ページを御覧いただきたいと思います。  

  消防防災課の主な取組であります。  

  地域防災力の向上のため、地域防災計画の見直し、災害時業務継続計画の策定、

ハザードマップの更新等に取り組むほか、消防力の維持強化及び地域防災体制の向

上に努め、災害、火災等の有事に備えて災害に強いまちづくりを進めます。  

  また、防犯・交通安全対策の推進による安全・安心なまちづくりを進めたいと思

っております。  

  消防防災課におきましては、危機管理を担っており、新型コロナウイルス感染症

に係る対策、対応を最優先課題として令和３年度も取り組んでまいりたいと思って

おります。  

  まちづくり推進部の取組につきましては、協働のまちづくりであったり、人権教

育、また、市民の安心・安全の取組につきましては全市的な取組となるため、市民

局とともに情報共有をする中で取り組んでまいりたいと思っております。  

  次に、資料請求につきまして御説明をさせていただきます。  

  18ページを御覧いただきたいと思います。  

  資料請求の６の協働のまちづくりの推進関係の資料であります。  

  協働のまちづくりトライアル交付金事業につきましては、令和２年度からの事業

となっておりますので、令和２年度の申請実績と令和元年度につきましては、その

前身の補助事業であります、地区コミュニティ醸成事業の実績を付けさせていただ

いております。  

  19ページを御覧いただきたいと思います。  

  資料請求 13番の指定管理の増加理由であります。  

  スポニックパークにつきましては、この 12月補正で避難所のエアコン設置をさせ

ていただきました。それに伴う電気料金が当初の協定から増えるであろうというこ

とで、利用収入が得られるものと得られないもの、減免の部分を差し引いた中で、

今回増額の部分、資料で提示させていただいているとおり 20万円の増額を見込んで

おります。  

  また、波賀、千種のＢ＆Ｇの施設等におきましては、令和３年度から波賀Ｂ＆Ｇ

及び総合運動公園の指定管理に出されておりますので、単純比較はできませんが、

その部分が大きく増額ということで御理解していただきたいと思います。  
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  資料請求７番の地域防災力の向上につきましては、この後、田村次長から簡単に

御説明をさせていただきます。  

  以上です。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  失礼します。資料請求の７番でござい

ます。地域防災計画の見直しに向けた方針はということでございます。  

  平成 27年度以降、全国各地で激甚化する豪雨災害とか、地震災害が発生しており

ます。そうした中、市内においても、平成 30年に７月豪雨がありました。令和元年

度から現在に至るまで、新型コロナウイルスの拡大など、いろいろと災害に対する

全国各地、本当に多くなっております。  

  そういった中、地域防災計画の方針ですけれども、市としまして地域防災計画自

体が方針そのものであります。そういった中、本来でありますと、地域防災計画、

平成 27年度に改定しておりますけれども、それ以後、細かく改定はできておりませ

ん。そうした中、その修正をする意味で、今回、令和３年度において、地域防災計

画を更新してまいりたいと思います。そうした中、激甚化する災害への対応とか、

感染症対策を取り組んでまいりたいと思います。  

  それから、委託契約の内容と期間が分かるものということですけれども、委託契

約自体は、これはハザードマップの更新に係る資料でございます。そういった中、

防災計画自体は職員のほうで更新する予定でございます。  

  ハザードマップの更新ですけれども、昨年までこの間、土砂災害警戒区域等の見

直し、レッドゾーンとか、イエローゾーンとかの見直しは完了しております。そう

した中、また治水のほうでは県河川を中心に想定最大規模降雨が千年に一度の大雨

を想定した浸水想定がなされております。これにつきましては昨年度新聞報道等さ

れたとおりでございます。そういった中、令和３年度にはそれを踏まえたハザード

マップを作成し、全戸配布をしていきたいと思っております。  

  また、その委託の契約内容ですけども、指定避難所の情報の更新とか、また、土

砂災害警戒区域の指定の情報の追加とか、また、県河川の、先ほども言いました、

浸水想定情報の追加とか、また、住民向けの避難勧告等の情報がまた更新されてお

ります。そうした中をハザードマップに入れ込んでいきたい。前回と同様、市内を

14区域に分割して、それぞれをハザードマップを作成してまいりたいと思います。

大体約１万 7,000部を作成したい。また、データ等も作成し、また、市のホームペ

ージ等公式サイトにも掲載をする予定としております。そういったものが契約内容
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となっております。令和３年度中には作成して、全戸配布できるようにしたいと思

っております。  

  簡単ですが、以上でございます。  

○今井委員長  そうしたら、説明が終わりました。これより質疑を行います。  

  通告がある委員から、事前打合せのとおり、順次質疑をお願いいたします。  

  神吉委員。  

○神吉委員  それでは、まちづくり推進部の審査のほうで、主要施策のほう、 26ペー

ジ、地域生活交通対策事業のところでお伺いします。  

  年度ごとに補助金額が上下する理由はというふうに書いております。これは、今

年度の予算、それから、前年度の予算、それぞれが上下してくるわけなんですが、

その理由ということを聞かせていただきたいんですが、前年度の推移を見てするの

かとかいう、そういう、どういう基準で上下されているのか、お伺いします。  

  それから、公共交通会議の意見はというふうに書いておりますが、地域から出て

きます声なども反映されて、次のことを考えられるのかと考えるんですが、そこは

どのように今回考えられているのかを教えてください。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  それでは、失礼をいたします。  

  まず、補助金が上下する理由でございます。  

  補助金の増減の要因には、修繕費や燃料費、車両償却費といった運行経費の増減、

また、運賃収入などの増減、それから、大きい部分でいいますと、特に流動的な部

分が国県からの補助金の増減などが年度ごとにございます。こういった様々な原因

があることから、増減が発生しているということでございます。  

  特に、国県の補助金につきましては、利用者数などによって国の補助金であった

ものが県の補助金のほうに移行するとか、あるいは乗車の３か年平均とかいろいろ

あるんですが、そういった要因で県の補助金を受けていたものが国のほうに昇格す

るとか、そういったことがございまして、そういう部分で増減が発生しているとい

うことでございます。  

  それから、公共交通会議での意見につきましては、国から補助を受けるための計

画、これは事前に承認をいただく必要がございます。それから、小型バスを中心に

ルートやダイヤの変更なども議題として取り上げております。頂いた意見につきま

しては、バス事業者とも協議の上、可能な限り反映をしている状況でございます。  

  以上でございます。  



－63－ 

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  答弁の中に運賃収入の増減などでというふうになっておりますが、令和

３年度は令和２年度の運賃収入などを見て、それを反映させた補助金になるんです

か。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  基本的には、当然予算の編成時期というものがバス事業者から

聞き取りをする、資料提供を受けるというタイミングになりますが、その段階で運

賃収入についても見込みを立てていただいております。  

  それと、補助金についても、今ある現状の算定のルールの中でどれくらいになり

そうかというようなところを見ていただきまして、基本的には運行経費から控除と

なる収入を差し引いたもの、これが覚書で書いてあることなんですが、そちらに基

づいてきっちり算定をしていただいて、予算化を図っていると、そういう状況でご

ざいます。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  もう一点お伺いします。  

  頂いております資料のほうに、路線バス以外の移動手段をという、先ほどの説明

の中にもありましたが、案あって検討されるのか、それとも案を検討していくのか

というのを少し疑問に思っているんですけれども、今後の予定を教えてください。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  バスの今の路線バス以外の移動手段ですが、総務経済常任委員

会のほうでもいろいろと議題として報告をさせていただいております。そういう中

で、基本的には許可制である現状の定時定路線のバス、それから、登録制となって

おります、自家用有償旅客運送、こういったもの、それから、大きい分類で言いま

すと、許可とか、登録を要しない互助の助け合いの仕組みの中での交通、これらの

ものについて提示をさせていただく中で、地元として現状の経費がかかっている、

なかなか利用が少ないところについてはそれでいいのかという議会、それから、一

般市民の方からもそういう声もある中で、そういうところを比較検討する中で、現

時点におきましては、一番運転手さんとかの確保にハードルが低いのが互助による

仕組みなんですが、そういったところと自家用の有償旅客運送、こういったところ

を照らし合わせながら相談をしているという状況でございます。  

○今井委員長  よろしいですか。  

  次、行きます。  
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  榧橋委員。  

○榧橋委員  私も 26ページですね、地域生活交通対策事業のほうから、先ほども質疑

があったように、どの路線でどの時間帯に乗車なさっているのかというのは統計は

とっていただいていると思いますが、先ほどあったように、市民のほうからもほと

んど乗っていないんじゃないか、この路線どうなんだろうという感じの声というの

も結構聞くわけでありまして、見直しというのはかなり難しい判断になるかと思い

ますけれども、その辺、もう一度お聞きしたいなと思います。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  先ほどおっしゃられましたとおり、やはり利用の少ないところ

について、こういうところが課題というふうなところは、地域、特に一宮の北部の

ほうで継続して話を進めております。  

  そういう中で、基本的には、先ほど申し上げたような手法を用いてやっていくこ

とについて意見をお伺いしていると。ただ、やはり利用が少ないとはいえ、それを

利用せざるを得ない状況の方がいらっしゃいますので、その辺の実態なんかも地域

との意見交換の中で聞き取りをしまして、その方々に対して代替となるということ

になりますと、先ほど申し上げたような手法を軸にして、具体的に掘り下げて中身

を今後決めていきたいというようなお話をさせていただいているところでございま

す。  

○今井委員長  よろしいですか。  

  続いて、私のほうですけども、基本的な質問なんですが、この一般財源、公共バ

スの、一般財源１億 4,528万円のうち、交付税対象になる額というのは幾らなので

しょうか。  

  小河課長。  

○小河市民協働課長  失礼いたします。１億 4,528万円と 3,000円ということになりま

すが、こちら一般財源のほうということであげさせていただいております。特別交

付税のルール算定としましては、こちらのうちの 80％がルール計算上の額というこ

とになりますので、１億 1,600万円程度が特交のルール上の算定額ということにな

ります。  

○今井委員長  分かりました。  

  次、お願いします。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  私も同じ地域生活交通対策事業で質疑させていただきます。  
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  同じような説明の部分はもう割愛していただいたら結構です。  

  まず、これを質疑させていただいた根幹には、利用者の少ない、もしくはない地

域の運用についての議論は今までもありますけども、事業の趣旨を考えますと、継

続すべき事業であると私は考えております。  

  特に、この事例は過疎地域、市北部のケースが多く出てくる場面も委員会等で聞

いておりますけども、あくまで方法論を考えて、地域の皆さんと話合いしながら、

継続すべき事業だと考えておる上で、２点において質問します。  

  地域生活交通のネットワーク化が重要であると捉えます。継続すべき事業と考え

るが、次について伺います。  

  補助金や事業目的に見合った事業になるための令和３年度の取組と、特に努力目

標の考え方、いかにマイナス部分をプラスに変えていくかという努力目標の考え方

を伺います。  

  ２番目に、市内完結路線ですけども、の見直し及び社会経済の状況により、補助

金の同額が見込まれる場合もこれから出てくると思います。そういう場合に見直し

の計画や限られた財源の中での予算化をどのように組み込まれていくのか、どのよ

うに考えていかれるのかということを２点質問します。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  それでは、２点の御質問にお答えいたします。  

  まず、令和３年度の取組としましては、企業取組、努力目標の考え方でございま

すが、まず、バス事業者の取組として、こちらからもお願いすることでございます。  

  まずは、安全対策をきっちり講じていただきながらも経費の抑制を図っていただ

くということ、それから、生産性の向上の取組の推進、これは、千種、西河内間で

やっております貨客混載とか、そういったものでございます。それから、官民協働

で引き続き利用促進を図っていくと、こういったところが大筋になるのかなと思っ

ております。  

  また、行政としましては、先ほど来申し上げております、利用が少ない路線の在

り方検討を進めていく、こういったところが令和３年度の取組ということになろう

かと思っております。  

  それから、予算化の部分でございます。  

  限られた財源であることはもう当然承知しております。現在の路線バスを運行す

るに当たりましては、事業者と取り交わした覚書がございます。こちらの中ではや

はり予算の範囲内でということ、先ほども申し上げましたとおり、予算の編成のス
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ケジュールをきっちりにらんでいただいて、覚書に基づいた経費を出していただく

と。その中できっちり精査をして予算計上していくというサイクルを繰り返してい

こうというふうに考えております。  

○今井委員長  そうしたら、次のテーマに行きます。協働のまちづくり推進というこ

とで。  

  浅田委員、お願いします。  

○浅田委員  施政方針 27ページの協働のまちづくりの推進ということで、３点お尋ね

をいたしますけども、１つずつ行かせてください。  

  まず、１つは、地区コミュニティ支援員の配置事業についてです。  

  それぞれ千種と繁盛ですか、での配置ということだと思うんですけども、どこま

で、要は令和３年度どこを目標にするかというところなんです。これまで支援員さ

んが配置されて、いろいろ取組をされてきた、令和２年度のそういう実績も踏まえ

て、令和３年度の具体的な活動の内容、目標をどこにどう定めておられるのかとい

うことをまずお聞きしたいと思います。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  １点目の御質問でございます。  

  令和２年度の実績を踏まえまして、令和３年度の具体的な活動内容、どこを目標

にしていくかということでございます。  

  令和２年度は御承知のようにコロナ禍で、支援員自体が年度当初に立てていただ

いていた計画自体が非常に進めるのが難しい状況がございました。しかしながら、

現在、２地区、千種地区と繁盛地区で支援員の設置をしておるところでございます

が、千種地区では、住民アンケートを実施しております。それから、繁盛地区では、

支援員による自治会や各種団体への聞き取り調査などが進められているところでご

ざいまして、令和３年度は、千種地区では、アンケート結果の地域住民への説明、

地域課題の整理、課題解決に向けた組織体制づくり、こういったことの支援など、

また、繁盛地区におきましても、地区内での話合いを通じて、地区の課題解決に向

けた協働のまちづくりの意識醸成が進むように、これは本庁、市民局、タイアップ

しながら、支援員と共に進めていきたいというふうに考えております。  

  以上でございます。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  分かりました。支援員さんの人数的には変わりはないんですか。  

○今井委員長  小河課長。  
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○小河市民協働課長  現状でございますが、千種２名、繁盛１名というところで、来

年度当初、年度当初４月の段階で現状についてはそこから確定して増えるというと

ころについてはめどは立っておりません。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  めどが立たないということ、いわゆる千種と繁盛には配置というのはあ

るんですけども、次のステップとして、この２地区が一つのモデルというところに

はなってこようかと思うんですけども、次の地域へのアプローチというのはこの令

和３年度で考えておられるかどうか。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  その点につきましては、当然考えております。過去にもアプロ

ーチもしているところですが、こちらのほうで行政側で一方的に配置、この人をと

いうようなものではございませんので、当然きちっと地域の方ともお話をする中で、

受入れ団体、あるいは、支援員さん、こういった方で一緒にやっていこうとしてい

るというところがきっちり決まった状態で設置したいと考えておりまして、令和３

年度については一定その枠についても予算化を図っているところでございます。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  分かりました。  

  では、次、令和２年度の新規事業のまちづくりトライアル交付金事業について、

１点尋ねます。  

  令和２年が新規事業であって、コロナの感染の拡大でいろんな事業がストップし

たと思うんですけども、新規事業の評価を今されていると思うんですけども、それ

に基づいて令和３年度取組の考え方、あるいは予算の内容等をお聞かせください。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  考え方と予算の内容ということでございます。  

  先ほど申し上げましたように、千種地区、繁盛地区でそれぞれコロナ禍において

もいろいろ御苦労いただきながら取組を進めていただいております。  

  その中で、千種地域では、このトライアル交付金を活用するという前提に立って、

住民アンケート事業、それから、男女共同参画事業、こちらのほうを検討いただい

ております。  

  それから、繁盛地区では、先進地視察を検討いただいておりました。残念ながら

コロナの緊急事態宣言、それから、外出の自粛要請等々ございましたので、そうい

った部分で男女共同参画事業と、これは千種の分ですが、繁盛地区の先進地視察事
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業については実施ができていないと、そういう状況になってございます。  

  ただ、それぞれの検討経過、これには当然地域の方も入っております。それから、

地区内でのいろいろとそういった方々との話が進んできている中でのことがござい

ますので、今後、令和３年度に向けましては、市で現在進めております一括交付金

制度、こちらのほうの活用とか、組織強化というようなところをにらみながら、ス

テップアップにつながっていくようにこのトライアル交付金事業を継続して使って

いっていただきたいというふうに考えております。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  分かりました。そのほかの地域については、申請が出てからということ

になろうかと思いますので、それは結構です。  

  それと、３点目の組織の育成についてというふうにちょっと簡単に書いてありま

すけれども、施政方針の中でもありました、それから、 27ページ、この事業効果の

中で、地区内の若者、女性、移住者、地域づくり団体などが参画した組織の育成と

いうふうなこと、将来的な一括交付金の受皿としての組織の育成というふうには理

解はするんですけども、どのような組織なのかという、ある程度の具体像というの

を示していこうとされるのか、それで、それをどのように各地域の中におろしてい

って、育成をしていこうというふうに令和３年度考えているのか、それを聞かせて

ください。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  失礼します。組織のところで、主要施策の事業効果のところ書

いておりますようなものということでございますが、そのイメージにつきましては、

総務経済のほうでも過去に資料提供させていただいたようなイメージをしておりま

して、会長以下、中での運営の幹事会的なものが方向性を決める中で、それぞれ目

的別な部会を組織するようなイメージをしております。  

  そのイメージにつきましては、令和３年度において、指針づくりというものも考

えておりますので、そういった中で、市民の方に分かりやすいようなものとして指

針とともに示していくようなことができればなというふうに考えているところでご

ざいます。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  イメージはあくまでもイメージなんで、現実的に各地域で議論される場

合はある程度マニュアルといったらちょっと語弊があるかも分からんのやけども、

今言われた指針、方策というか、ある程度具体的なイメージが、具体的なあれが必
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要ではないかなというふうに思うんです。育成の方法としてやはり当然行政のほう

からアプローチは必要だろうと思うんやけども、基本的には各地域からの申請に基

づいた取組ということで考えておられるのかどうか、聞かせてください。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  基本的には 15地区一気にというようなものではなく、それぞれ

各地域のこれまでの取組であったりとか、要になります地域での事務局、こちらの

ほうで今モデル地区で進みつつありますのが、やはり支援員さんが１人体制から２

人体制、その中で、地域の中に入っていく中で、地区課題の整理していくような動

きをとってこられる、そういったことで、その要は事務局になっているかと思いま

す。その中で、地区コミュニティ支援員さんは、やはりこの方でというようなとこ

ろとのセットでの話になると思っておりますので、そういうところを仕組みを説明

する中で、そういう方をきっちり見出していく、そして、体制が整ったところにつ

いては移行していくというような手順で進めていきたいというふうに考えておりま

す。もちろん地区からの相談については、随時丁寧に応じていきたいと思っており

ます。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  分かりました。基本は今、２名配置されておる千種、それから、１名配

置の繁盛地区の取組が一つのモデルということになろうかと思いますので、これで、

私の質疑は終わります。  

○今井委員長  じゃあ、続いて同じところで。  

  榧橋委員。  

○榧橋委員  私のほうからは、ちょっと重複しておりましたので、ちょっと割愛させ

ていただいて、１点だけお願いしたいんですけども、協働のまちづくりトライアル

交付金事業で、男女共同参画に取り組む地区の支援というのがあるわけですけれど

も、この取組、何をされているのか、ちょっと御説明いただきたい。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  こちらのトライアル交付金という部分につきましては、特に男

女共同参画と地区組織の育成という部分でございますが、モデル地区を対象にして

おります。その中で、先ほど申し上げましたような千種地区で検討を年度当初から

していただいております。千種での男女共同参画ですが、千種の子育て支援センタ

ーとコラボすることを考えられまして、ママさんのクラフト教室、それから、男女

共同参画セミナーを計画、準備をされてきております。実際にチラシも刷り上がっ



－70－ 

て、参加募集もされて、参加者も申込みもあったという状況でございます。  

  ただ、残念ながら、コロナ禍での活動自粛要請に伴いまして、今日現在まで延期

という状況が続いているということでございます。  

  この企画につきましては、千種にいらっしゃる支援員さん、うち１名が女性の方

でございますが、その方を中心に、市民協働課の担当、それから、人権推進課も協

働する中で進めてきておりました。  

  そういうことで、やはり自治会単位とか、いろんなところもあるんですが、一つ

のちょっと広域的な小学校区、あるいは中学校区というような 15地区での協働のま

ちづくりというところからのアプローチとして取り組んでいきたいというふうに考

えている事業でございます。  

○今井委員長  いいですか。  

  そうしたら、次、同じ項目で私ですけども、ちょっと確認なんですが、地区コミ

ュニティ支援員設置事業ということで 1,296万円、今、聞いていましたら３名、今

現在いるということなんですが、３名にしては多分この額ではまだほかにあるんじ

ゃないかなと思うんですけども、もうちょっと増員を見込んでの予算額なのか、そ

れとも、それ以外の使い道等々を考えておられるのか、そのあたりはどうでしょう

か。  

  小河課長。  

○小河市民協働課長  失礼いたします。現状３名のところでございます。そこに令和

３年度予算としましては、あと２名の人件費相当額、それから、地区については今

現在２地区でございますが、さらに１地区が増えても大丈夫な枠ということで予算

化をして、計上させていただいております。  

  なお、１地区当たりの活動費につきましては 180万円ということになってござい

ます。  

○今井委員長  分かりました。  

  じゃあ、続いて。  

  津田委員。  

○津田委員  私もこれ、 640万円の上積みは何の予算を見込んでいるのかというのを、

一応確認なんですけど、その増員分を見込んでということでよろしかったですか。

分かりました。じゃあ、大丈夫です。  

○今井委員長  じゃあ、次、同じ項目で。  

  田中委員。  
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○田中一郎委員  私が聞きたかったなと思う部分はお聞きしたんですけども、通告を

出しておりますので、その部分で、①の部分で、予算的な金額的なところは、それ

から、人材確保についても結構かと思うんですけども、事業の拡大をどのように考

えておられるのかという部分で、人員、指導員を増やすという部分じゃなしに、新

たにどのような考え方をされておるのかという、あくまで考え方の部分でのことを

１点と、次に広域的ないろんな部分の組織の中での一体的な組織の創出をどのよう

な考え方、どのような目的でいかれるのか、抽象的な質疑で誠に申し訳ないんです

けども、どのような一体的な組織の創出をしようと考えておられるのか、２点伺い

たいと思います。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  失礼いたします。事業拡大という部分につきましては、数字の

上では大きく地区については２地区を、さらにもう１地区、創出の目標として３地

区にしていきたいという考え方でございます。  

  そして、既に取組が進んでいるところについては、昨年までの取組を進化させる

と、そういう考え方で進めたいというふうに思っております。  

  それから、組織の部分でございますが、こちらにつきましても、主要施策の説明

書のところで、事業目的のほうに書いておりますが、人口減少、少子高齢化は当然

進んでまいります。そういった中で、自治会単位で行えてきた活動ができなくなっ

てきたりとか、あるいは地域課題がどんどん多様化している状況にあります。そう

いった中で、個人や各種団体が連携していける組織、そして、広域的に皆さんの考

え方をまとめていって、そこに今、検討しております一括交付金がおりてきたとき

に、地域の中でニーズ等をきちっと地域課題の優先順位を立てて、皆さんが納得し

てそのお金を使っていただける、そういった組織をつくっていきたいというふうに

考えております。  

○今井委員長  よろしいですか。  

  関連について。  

  飯田委員。  

○飯田委員  すみません、 29番で協働のまちづくりの推進についてという部分を設問

しておりましたけれども、今、流れの中で多くの方の御意見と答弁がございました

ので、その中でひとつだけお聞きしておきたいと思います。  

  聞こうと思っていましたのは、この協働のまちづくりの推進の中で先ほどからあ

ります、地区コミュニティ支援員の設置事業、この事業の最終的には成果目標とい
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う部分、それで、今聞いておりましたら、最終的に今一括交付金という制度の設置

を考えておるという中で、ここをどのようにして地域に役立てていくかというその

部分の活動母体というものをつくっていく目標もあるというふうに私自身はとった

んですけれども、そういう理解でいいんでしょうか。この支援員自体の設置は年数

も限られていますので、その間にそういった地区が自立するという形のものをつく

り上げるということが最終的な成果目標となっておるのかという部分についてお伺

いします。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  まさしくステップアップということで、段階を踏んで事務局機

能を高めていく、そこに自分たちの地域の困り事を自分たちのものとして、事とし

て捉えていただける、そういう意識醸成を進めながら進めていく必要があると思っ

ております。  

  そういう中で、創出目標３地区としておるところでございますが、そちらの地区

をやはり成功例に導いていくということが一つの成果目標であり、そして、それを

見ていただいたほかの地域については、うちもやってみようという意識になってい

ただくことを目標としていきたいというふうに考えております。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  モデル地区という形で、うちもやってみようじゃなしに、全地区でそれ

に取り組んでもらえる方向をつくっていくという考え方でお願いしたいと思います

し、どちらかといえば、こういう助成金であったり、こういう支援員の配置であっ

たりするものがもう永続的に続くものではないとすれば、そういう地域の意識とい

うものをきちっとその間につくっていかなければ、この一括交付金事業をそこに当

てはめようとするときに、なかなかうまくいかないという部分があると思いますの

で、かなり担当としては厳しい部分があろうかと思うんですけれども、やはり最初

のモデル地区できちっとしたものをつくり上げていって、先ほど 15地区という話も

ありましたけれども、そこがきれいにみんなが動ける状況というものをつくってい

くという方向性だけは成果としてあげるんだという方向性でお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。  

○今井委員長  よろしいですか。  

  そうしたら、次に行きます。  

  スポーツ活動を通じた元気な宍粟市に向けた取組の推進事業というところで、私

ですけども、この資料の 28ページの令和３年事業内容の１番のスポーツ推進計画策
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定というところで、委託料が 172万 7,000円と出ております。これは何を委託をする

のでしょうか、職員等でできないものなのでしょうか、あるいは委託をするのは市

内業者でしょうかというところの質問をさせていただきます。  

  石垣副課長。  

○石垣市民協働課副課長兼スポーツ推進室長  先ほどの質問の件なんですけども、推

進計画策定に当たっての委託料になります。その中で、作成計画に当たって、課題

整理、アンケートの原案作成とか、発送事務等、課題に向けたスポーツ団体との意

見交換、また、検討委員会の事務などを基本的には職員で対応すべきところはあり

ます。その部分については、直営でするんですけども、それ以外のアンケートの集

計の分析とか、あと動向調査、あと専門分野とか、作業の効率化が図れる部分につ

いて委託を予定しております。  

  あと、市内業者に委託するのかというところなんですけども、委託先につきまし

ては市外業者も対象としまして、プロポーザル審査を行い、選定していきたいと考

えております。  

  あと、令和３年、４年の２か年事業として考えておるんですけども、計画書の印

刷等は市内業者でしたいというふうに考えております。  

  以上です。  

○今井委員長  次の質問ともちょっと絡むんですけども、やはり委託がちょっといろ

んなところで多いなという部分もある中で、スポーツの計画をつくるという部分、

このあたりは今の回答だったら、根幹の部分は職員がするということだったんです

けども、極力やはり職員でやってもらいたいということと、それから、市内業者、

できればお金は市内で回っていくという形のほうがいいと思います。具体的に市内

の業者でこういうのを受けれる、受けれるといったらあれですけど、そういう業者

は存在はするわけですか。  

  小河課長。  

○小河市民協働課長  その部分につきまして、やはりこちら側から仕様書をつくるわ

けなんですけれども、その仕様の中で耐え得るところで、ここの計画策定について

は一般的にコンサル的なノウハウ等も必要になってまいりますので、そういう中で

の判断になろうかなというふうに考えております。  

  冒頭おっしゃられました、いわゆる丸投げ的な考え方は全く持っておりませんで、

根幹の部分につきましては当然職員が中心になって考えていくんですが、どうして

も専門家、専門的にノウハウを必要とする部分と、職員よりも作業効率化が図れる
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分野、こういったところに特化しての委託を予定しております。  

○今井委員長  分かりました。  

  そうしたら、その次の 29ページの御形の里づくりに関しての、ここにも同じよう

な委託が出ておりまして、質問内容も同じなんですけども、構想再構築業務という

ことで、委託されていますが、もう一度どういう内容の委託になるのかをお願いし

ます。  

  橋本副局長。  

○橋本一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長  御質問のことにつきまして、お答え

をさせていただきます。  

  構想再構築の業務の 166万 9,000円の内訳でございますけれども、これは専門のコ

ンサルティング業者への委託料が 160万 7,000円、そして、この構想を検討していた

だきます委員の委員謝礼が６万 2,000円、合計で 166万 9,000円となっております。  

  なお、このコンサルティングの関係でお世話になる業者については、市外の業者

で、この御形の里づくり事業、家原遺跡公園、まほろばの湯等の今までの構想業務、

また、支援業務等に当たってきた業者にお世話になります。  

  以上です。  

○今井委員長  それはやっぱりあれですか、そういう業者を入れなかったらなかなか

進まないというようなところですか。  

  橋本副局長。  

○橋本一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長  家原遺跡公園とまほろばの湯につき

ましては、令和２年度に指定管理のほうをお願いをさせていただきましたが、実際

受注される方がなく、今、公園としては開けており、また、温泉については今休業

の状態が続いております。  

  公園と温泉一体となった指定管理をこれから依頼するに当たり、また、地域、そ

して、地元の魅力等を改めて市民、行政共になって再確認して、発見し、次なる指

定業者のプレゼン等を受けれる対応を備えるために、その専門の業者にお願いして

おります。  

  以上です。  

○今井委員長  もちろん外部の方のあれですごく進んでいくということがよくあるの

で、それはそれでいいと思うんですけども、本当に地域の中で一体としてみんなで

つくっていくという形を頑張ってやっていただきたいと思います。  

  そうしたら、同じく御形の里のところで、次の委員、お願いします。  
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  津田委員。  

○津田委員  先ほど説明の中で、コンサルを入れて構想を練っていくという話をお聞

きしたんですけども、コンサルを入れて、結局まとめてもらうのはもういいのかも

しれないですけども、基本的に行政、あと地域として、この場所をどういうふうに

もっていこうと、そこの思いが一番重要なんじゃないかなと。例えば、今までもコ

ンサルもそうなんですけども、言うだけで終わってしまうので、最終的に構想だけ

描いてじゃあという形になってしまうので、まずその地域の思いであったり、そっ

ちのほうが僕大事なんじゃないかなと思うんですけども、どういうふうな形でこの

コンサルにどこまで任せようとされているのか、その辺をお聞かせいただいてもよ

ろしいですか。  

○今井委員長  橋本副局長。  

○橋本一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長  今回の委託に当たりまして、家原遺

跡公園の歴史になるんですけれども、平成５年に家原遺跡環境整備基本計画という

のが旧町のときに歴史公園としての策定をされました。その後、温泉等の発掘もあ

り、まほろばの湯も開業しておるんですけれども、今現在において、一宮北部まち

づくり委員会という、一宮北部のまちづくりを検討する委員会において、いろんな

北部の活性化について御議論をいただいておりますが、家原遺跡公園とまほろばの

湯の指定管理の受託がなかったことを受けまして、家原遺跡公園周辺のにぎわいづ

くりということの意見をベースに地域の関わり方とか、地域へのまた経済的喜びの

還元とか、あと温泉や公園の付加価値の向上を地域としても考えるということを念

頭に置きながら、一宮北部まちづくり委員会として構想を策定するということでそ

の支援業務に当たっていただいております。その委員会には、北部まちづくり委員

会の委員の方は各種団体の長の方が多くありますので、その検討には再構築委員会

として、北部地区から７名の若い地域住民の方に入っていただいて、専門に今現在

も構想づくりを当たっていただいているところです。  

  以上です。  

○今井委員長  いいですか。  

  続いて、お願いします。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  続きまして、同じように御形の里づくり事業、先ほど再構築コンサ

ル、一宮北部等の皆さんが地域を挙げて頑張っておられるということは私も地域の

人間として重々感じております。その上で質疑させていただきます。  
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  まず、今回の予算の中に、複合遊具やグラウンド・ゴルフ場等の工事等、メンテ

ナンスが予算化されておったんですけど、広大な建屋とか、グラウンド・ゴルフ場

等々がありますけども、この部分についての保全とか、環境整備、一般に言うメン

テナンス等はこの予算の中でできていけるのかということを考えますと、なかなか

難しい部分があるんじゃないかなと思いまして、この質疑をさせていただきました。  

  次、かぶと虫ドーム周辺の造成工事が今進んでおります、進もうとしております。

昨年も何日間か工事が進んでおりますけども、これも大変な広さの敷地です。これ

を、以後造成工事が終わった後、どのように活用されようとしておるのか、民間に

委託されるのか、市がされるのか、また、新たな地域の人の考え方で、その土地を

使ってくださいというような北部委員会とか、御形地域活性化の人たちが使わせて

くださいと言われれば、いろんな条件のもと、使えるのかというような今後の活用

について、お伺いしたいと思います。２点よろしくお願いします。  

○今井委員長  橋本副局長。  

○橋本一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長  まず、初めの御質問がありました、

家原遺跡公園の保全管理の部分でありますが、こちらにつきましては令和２年度と

同じくなんですけども、令和３年度、９、５、６、款、項、目でいいますと、予算

科目の９、５、６、文化財保護費において予算を置かせていただいております。令

和３年度も適正な管理ができるように事務執行、また、予算執行をさせていただく

予定としております。  

  続きまして、かぶと虫ドーム周辺の造成のことについてでありますが、現時点で

は造成後の具体的な活用方法は決まっておりません。現在、残土等が置いてありま

すが、それにつきましては、災害の残土の臨時置場ということで、重機等も入って

おりますが、その造成工事については令和３年度を予定しております。  

  この活用につきましては、今、先ほどの御質問もありました、まほろばの湯、家

原遺跡公園の構想の再構築をお世話になっておりまして、そこにおいて、遺跡公園

の隣接地になります、かぶと虫ドームの隣になりますが、ドーム周辺地も含めて御

協議を今いただいており、また、そのこともお願いしており、再構築の構想策定後

に具体的なことについて決めていくということになっております。  

  以上であります。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  この再構築の業務等については地域の代表の方も入っておられます

ので、その中で令和３年度の予算には無理かとは思いますけど、令和４年度等の予
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算の中にあの広大ないい土地が何とか活用できるような予算化ができるように令和

３年度の予算を含めて、令和４年度の予算も考えていただきたいなと思いますけど

も、いかがでしょうか。  

○今井委員長  橋本副局長。  

○橋本一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長  この再構築の検討委員会での検討を

お願いしておるのが令和３年７月をめどにお願いしております。その造成につきま

しては、令和３年度予算で措置を今させていただいておりまして、構想の策定後、

その趣旨に合う造成をさせていただきたいと思っております。そして、その構想に

おいて具体的な利活用の方針、また、地元からの希望等が盛り込まれておりました

ら、そのことについてはまた予算等でお願いすることもあるかもしれませんが、現

時点としては令和３年度は造成工事ということでお願いをしております。  

  以上です。  

○田中一郎委員  分かりました、終わります。  

○今井委員長  それでは、次、カヌーのほうに行かせていただきます。  

  神吉委員。  

○神吉委員  それでは、私のほうから 30ページのカヌーポロ事業のほうで、ワールド

マスターズゲームズです。  

  ワールドマスターズゲームズ 2021関西本大会の開催予定はどのような状況かとい

うふうに書いておりますが、これまで整備に関しては、音水の整備に関しては多く

の整備が完了しておりまして、今回も予算を見ますと、大会の運営に関するような

ことのみの予算のように見えるんですが、このオリンピック・パラリンピックの具

合も少し分からない状況の中ですが、大会のほうはどのように計画されておられる

のかをお聞きします。  

○今井委員長  椴木副局長。  

○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  今、御質問にありました、ワールド

マスターズゲームズについてお答えさせてもらいます。  

  まず、最初に今年５月に関西地域で開催の予定でありました、ワールドマスター

ズゲームズ関西 2021につきましては、昨年 10月末に報道等であったと思うんですけ

ど、新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、開催が１年延期されて、 2022年

５月に開催することになっております。  

  この開催の延期を受けまして、当然音水湖で開催の予定でありました、カヌーポ

ロ協議につきましても、１年のスライド、延期ということで来年５月開催の日程で
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継続して現在準備を進めております。  

  この新しい日程につきましては、令和４年、 2022年の５月 20日から 22日の３日間

で音水湖でカヌーポロ競技ということで、ワールドマスターズゲームズの大会が開

催されるという計画になっております。  

  そこで、今年ということなんですけど、この１年延期になりましたことで、去年

もリハーサル大会ということで、１年前ということで大会を開催したんですけど、

延期になりましたので、再度リハーサル大会を今年度は音水湖カヌー競技場で開催

すると。これにつきましては、去年なんかは海外からの招待選手なんかもあったん

ですけど、国内選手に絞って、の参加により開催を予定しておると。  

  日程につきましては、今年の５月 29日、 30日ということで、ワールドマスターズ

ゲームズが開催されるときと同じような日程で進めさせてもらいます。  

  参加は国内の選手は約 100名程度を想定しておりまして、今年度につきましては、

先ほど委員のほうからありましたとおり、基本的にはその運営に関わる費用という

ことで予算計上させていただいております。  

  以上です。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  これと一緒なのか分からないんですが、 33ページにも音水湖のカヌー競

技場の大会運営とかというのはこれは一般の、一般ではないな、通常のワールドマ

スターズゲームズとは関係ない大会のことですよね、今ここでお聞きしてもいいで

すか。  

○今井委員長  椴木副局長。  

○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  33ページにあげています、音水湖の

カヌー競技場大会運営補助金というのは、これは従来からあります、カヌーのスプ

リントのほうですね、カヌーポロではなく、ワールドマスターズの関連ではなく、

今まで開催しております整備してきた会場の大会の運営、いろんなスプリントに関

する運営の補助というところになっております。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  そうしましたら、今年度この予算を取ってあるんですが、昨年、常設に

したこのフロートの部分ですけれども、これはまだ今後も使用できるものとして当

時設営したと思うんですけれども、そこら辺に関する費用はみておられませんね、

今回は。  

○今井委員長  椴木副局長。  
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○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  この音水湖の整備につきましては、

もう一定浮島等も含めまして整備はもう完了しております。  

  それで、カヌーポロの分につきましては、令和２年度ですね、ポロのコートとか、

いう設定が必要でしたので、その分につきましては令和２年度に終わっておりまし

て、令和３年度につきましてはもうそういったところは発生しないということです。  

○今井委員長  いいですか、よろしいですか。  

  そうしたら、次は、男女共同参画社会の実現に向けた推進事業のほうへ行きます。  

  山下委員。  

○山下委員  31ページの説明書、男女共同参画社会の実現に向けた推進事業について、

質疑いたします。  

  前年度増減マイナス 78万 5,000円の理由を教えてください。  

  それと、あとコロナ禍における相談事業、女性相談等の充実とありますが、どの

ような相談を受け付けて、どのように解決を図ろうと考えておられるのかというこ

とをお尋ねします。  

○今井委員長  大田次長。  

○大田まちづくり推進部次長  失礼いたします。  

  まず、対前年度増減の理由ですけれども、主な要因が２つございます。  

  １つ目ですが、昨年度は条例策定に向けて、宍粟市男女共同参画推進条例検討委

員会を立ち上げました。その際に３名の学識経験者、３名の公募委員、４名の委員、

合計 10名の構成員に対する報奨費分が今年度は減額となっております。  

  ２つ目が、宍粟女子きらきらパワーアップ応援補助事業が基本的に３年の事業継

続が条件であり、４年目は事業内容により、引き続き支援が必要な事業を支援する

こととしています。そのため、継続しない団体が減ったことによる減額ということ

でこの２点が大きな要因となっております。  

  続きまして、コロナ禍における相談事業ですが、新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴い、ジェンダー格差による社会のゆがみが立場の弱い女性に様々な困難を強

いております。宍粟市において具体的に当課がそのような相談を受けたという事例

はないんですけれども、全国的には女性の自殺者数は前年より８割増え、ＤＶや性

暴力は増加、深刻化し、雇用収入が失われて生活困窮に陥っているシングルマザー

も多くいる。緊急事態宣言下での休校、休園は特に女性に大きな負の影響をもたら

したと言われております。  

  そのようなところで、女性の自立した生き方を応援するための女性相談窓口を開
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設したいと考えております。  

  解決を図れるかどうかですが、保護や措置が必要であれば福祉部と連携すること

が必要ですし、自立に向けては、様々な機関とネットワークを駆使して有効に活用

し、一緒に解決の糸口を見出せればというふうに考えております。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  それでは、再質疑させていただきます。  

  きらきらパワーアップ事業が３年ということで、継続しない団体があったという

ことですが、それは継続しない理由等は女性の男女共同参画社会の実現に向けてマ

イナスというようなことにならないのかどうかということをお尋ねします。  

  それから、もう一つですけれども、女性が今、コロナ禍において、特に本当に大

変な状況になっているということで、やはり相談者は女性のほうがＤＶとか、その

他もろもろのようなちょっと男性には相談しにくいような事情があるような相談も

あるように思うので、女性の相談員の増員というようなことはお考えになっている

のか、お考えにならなかったのか、お教えください。  

○今井委員長  大田次長。  

○大田まちづくり推進部次長  きらきらパワーアップにつきましては、３年経過した

後、自立していただいたという形に捉えております。３年の間にいろいろと支援を

させていただいて、次の事業も自立して、しておられるという状況がございます。  

  それと、２点目の女性相談員の件なんですけれども、今ある市民相談員、市民相

談の中で十分対応できるなと、今のところ考えております。たくさんこのような方

が増えればまた考えていきたいと思うんですけれども、かなりスキルのほうも、い

ろんな研修に参加して、スキルアップにも努めておりますし、取りあえずこの状態

で一度やってみたいなというふうに考えております。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  それでは、その人員が必要なような状況になった場合は補正予算等で考

えていくというふうに捉えさせていただければよろしいんですか。  

○今井委員長  大田次長。  

○大田まちづくり推進部次長  確約できるものではありません、たくさんの要望があ

ったりとか、状況に応じては検討をさせていただきたいと考えております。  

○今井委員長  では、続いて、榧橋委員、お願いします。  

○榧橋委員  私も同じところでございます。その中に、今年、令和３年度は予算書を

見ましたら、ＳＤＧｓの目標をそれぞれ掲げていただいているわけでございます。
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ジェンダー平等を実現しようというのがまずあるわけですけれども、これの取組と

いうんですか、考え方、どういうふうに実現していくというお考えでいらっしゃい

ますか。  

○今井委員長  大田次長。  

○大田まちづくり推進部次長  榧橋委員の御質問にお答えいたします。  

  本市では、このたび条例を策定し、男女共同参画社会の定義と基本理念を定めて

おります。そして、条例の中に、第２次宍粟市男女共同参画プランは 11条第１項の

規定により、条例に基づいて策定した計画とみなしております。市全体の施策にお

いて、男女共同参画の視点も入れていくこととしておりますので、この第２次宍粟

市男女共同参画プランの目標に向けて取り組んでいくことがＳＤＧｓ、ジェンダー

平等に寄与するものだと捉えております。  

○今井委員長  榧橋委員。  

○榧橋委員  とはいえ、まだまだジェンダー平等というのから程遠いような状況であ

りますけれども、近づける、 2030年が目標の年であるわけでして、それまでに宍粟

としてどういうふうな目標なのか、どういうふうに男性の皆様に協力していただき

ながらやっていくのかという、そういうことを、考えをお聞かせください。  

○今井委員長  大田次長。  

○大田まちづくり推進部次長  まず、この条例につきましての周知を今年は図りたい

と思っております。逐条解説や概要版でもって出前講座や各種会議で丁寧に説明を

していきたいと思っております。固定した性別、役割、分担意識がいかに時代にそ

ぐわないものかなど、気づいていただき、変えていくことの重要性をはじめ、男女

平等はそれ自体が重要であると同時に、組織や地域の成長や維持に関わる問題であ

ることを説明していくことで意識改革につながるものではないかと考えております。

意識が変われば行動につながるというところで、そこの部分を丁寧に説明していけ

ば実現につながるものではないかと考えております。  

○今井委員長  いいですか。  

  続いて、お願いします。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  私も施政方針・主要施策の 31ページの男女共同参画社会の実現に向

けた推進事業ということで、先ほど２人の委員の方からの質疑について、ある程度

理解しました。  

  まず、いずれにしても、先ほどから出ております、男女共同参画プランが策定さ
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れて、今回の３月の議会で誰もが自分らしく生きる共同参画づくりの条例が可決さ

れました。そういうようなところも先ほどの説明でお聞きして、それに向かって進

もうということです。私が今回、①質疑させていただいたのは、そういうふうな中

で、よく言われておりますジェンダー平等の実現に向けての具体的な取組等、一番

大切なのは市民の意識改革、このジェンダー平等の実現に向けての考え方は、方法

論よりか、市民の意識改革というのが一番大切な部分ではないかと思います。その

ような部分で、市民の意識改革、個人の、私１人の意識改革等々の改革に向けての

担当所管する課としてどのように進めていかれるのか、ということを１点聞きたい

と思っております。よろしくお願いします。  

○今井委員長  大田次長。  

○大田まちづくり推進部次長  男女共同参画の推進の担当は人権推進課でございます

が、この分野は分野横断的な取組が必要ですので、あらゆるプランの中には 110の

施策を設けておりますので、庁内の部署と連携しながら、プランに沿って進めるこ

とが実現に近づくものだと思っております。  

  意識改革の部分につきましては、先ほどとも重複するんですが、固定した性別、

役割、分担意識がいかに時代にそぐわないものかなどを気づいていただくと同時に、

男女平等はそれ自体が事業であるけれども、組織とか、地域の成長や維持に関わる

問題なんだというところで、今、その機運が高まっていると考えております。この

ことを丁寧に説明すれば宍粟市の市民の方は御理解いただけると思いますし、気づ

きから行動に変わるというところを大変期待しております。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  こういう言い方は失礼になるかも分かりませんけれども、今、この

部分については大変チャンスの時期だと思います。全国的にＩＯＣオリンピック関

係で、ジェンダー平等ということが世界的に、日本的に、宍粟市市民にも多分この

ジェンダー平等という言葉は広がっていると思うんです。だから、このようなこと

を機会に、今まで以上にセミナーとか、いろんなアプローチを市民の方にかけてい

っていただいて、この条例と参画プランと策定された部分について進んでいただき

たいなと思います。今が私はある程度、言い方は悪いかも分かりませんけども、社

会的に今がものすごくいいチャンスやと捉えておるので、これから大いに頑張って

いただきたいなと。また、予算化して、どんどん浸透させていただきたいなと思っ

ております。  

  以上です。  
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○今井委員長  そうしたら、次の項目に行きます。元気げんき大作戦のほうです。  

  神吉委員。  

○神吉委員  32ページ中段の元気げんき大作戦補助事業のところでお伺いします。  

  この予算増額と書いておりますが、これは減額ですね。元気げんきのほうでは減

額になっておりますが、この 25万円の減額、こういう減額はどこから出てくるもの

なのか、まず教えてください。  

○今井委員長  福田係長。  

○福田市民協働課地域づくり支援係長  失礼します。来年度の令和３年度の予算の積

算についてですけれども、令和２年度から令和３年度に事業を継続される見込みで

ある団体さんの分の積算、それから、新規で申込みをされるであろう、これは見込

みになりますけれども、その分の積算、それから、新規の分の積算の分で計算しま

して、今年度も令和２年度の実績を見ながら予算額を積みましたところ、 25万円程

度の減額になるのではないかなというところで積算をしております。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  新規の増はどれくらい見ておられるんですか。  

○今井委員長  福田係長。  

○福田市民協働課地域づくり支援係長  １団体 45万円としまして、７団体、 315万円

ということで積算をしております。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  皆さん、活力的にこの元気げんき大作戦の補助事業を受けておられると

思うんですけれども、私は外から見た目でどのような効果が起こっているのかとい

うのは内部に入ってみたら分かると思うんですけれど、当事者たちはどのような効

果を得ておられるとお考えですか。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  やはり元気げんき大作戦については、市民主体の様々なまちづ

くり活動、地域づくり活動、そちらを実践していただく。そのメンバーについても

広がりを見せていく、あるいはほかのそういった団体さんとの交流を深めながら、

よりよいものになっていくというようなことを願っておりますので、そういった部

分でいいますと、審査の段階でもそういった事業計画上の考え方なんかをいろいろ

聞いておりますので、そういう部分で非常にいい方向に行くことを願っております。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  それから、減額などになって、活動の縮小を余儀なくされるなんていう
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ことがあるのかどうかというのも含めまして、こういう期間後に対するアドバイス

というのはどのようにされておられますか。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  減額といいますものは、この制度自体がそれこそ取組団体の育

成とか、それから、継続性とか、そういったもので自立していただくことを願って

いるものでございます。そういう分で言いますと、１年目よりも２年目はいろいろ

な取組とか、財源調達も含めて、仕組みを考えていただく中で、補助額が目減りし

ていくと、そういう制度になっておりますので、そういうことで御理解をいただき

たいと思います。  

○今井委員長  樽本次長。  

○樽本まちづくり推進部次長  元気げんき大作戦につきましては、協働のまちづくり

の一つの手法でありまして、その中を有効に活用していただいております。先ほど

課長が申しましたように、最大３年から５年といった事業継続をする中で、補助金

も減額させていただいております。その部分を納得した上で自主自立というところ

を重点的にその各種団体が取り組んでいただいていると思っておりますし、また自

立もしていただいておりますので、一定の効果は出ているのかなというふうに思っ

ております。  

○今井委員長  いいですか。  

  それでは、次のテーマです。  

  オリンピック関連事業ということで。  

  山下委員、お願いします。  

○山下委員  それでは、 33ページの事業の一覧の一番上段です。  

  オリンピック関連事業について、質疑させていただきます。  

  補助金として 500万円が予算化されていますが、どのように使われるのか。また、

国や県からの補助金はないのか、お尋ねします。  

○今井委員長  石垣副課長。  

○石垣市民協働課副課長兼スポーツ推進室長  失礼します。今回の補助金と県からの

補助金の使い道と、県、国からの補助金はないのかと言うところなんですけども、

東京 2020オリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火フェスティバルの運営団

体として、宍粟市実行委員会というのを設立しております。そちらの実行委員会の

ほうに補助金を出して、準備から運営を行うものとなっております。  

  その内容につきましては、オリンピック聖火リレーの準備に係るもの、看板作成
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とか、ルート上のフェンスとか、カラーコーンとかのリース費用ですね、それと聖

火リレー実施に当たりまして警備に係るもの、通行規制をかけますので、通行規制

に係る警備員、会場周辺の雑踏警備等に係る委託料、あとパラリンピックの聖火フ

ェスティバルに関わる経費としまして、採火式やビジット、ランタンに入れた火の

展示になるんですけども、それに関する材料とか、スタッフユニホームの作成費用、

あと集火式というのが県のほうで行われますので、それに参加するバスの経費とか、

いうのを積み上げで 500万円の補助金の内容になっております。  

  あと、国や県からの補助金と言うところなんですけども、国、県からの補助金は

ありません。ただ、県からの連絡で、宝くじの分配金が負担金として交付されると

いう旨の連絡を受けていますので、それが財源に充てられるというふうに考えてお

ります。  

  以上です。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  コロナ禍の中で、観客の関係はどんなふうになるのか、教えてください。  

○今井委員長  石垣副課長。  

○石垣市民協働課副課長兼スポーツ推進室長  観客の関係なんですけども、宍粟市の

実施としましては、以前の委員会でも報告させてもらっているかと思うんですけど

も、宍粟市の実施形態としては無観客での実施を予定しております。  

  それで、４月号の広報で市民の皆さんに広くお知らせしたいというふうに考えて

おるんですけども、無観客でその現場が見れないというようなところにはなるんで

すけども、組織委員会の中のＮＨＫのほうから、インターネットを通じてライブス

トリーミングが配信されるというところがありますので、市民の皆さんにはインタ

ーネットの中継を見ていただくというふうなお知らせをしたいというふうに考えて

います。  

○今井委員長  いいですか。  

  じゃあ、次の項目に行きます。  

  消費者市民社会の形成に向けた啓発事業ということで。  

  浅田委員、お願いします。  

○浅田委員  私のほうは、施政方針 33ページ、部局資料は８ページでした、消費者市

民社会の形成に向けた啓発事業ということで、聞きたいのは、例えばプラ製品は買

うのを少し控えましょう、代替製品を買っていきましょうというふうな、そういう

環境に関するそういう取組というのをどう位置づけておられるのかなというところ
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が聞きたいんです。それで、それが一つは市民行動につながっていくというふうに

なれば一番いいわけなので、それをどういうふうに、エシカル消費の関係のセミナ

ーといいますか、講演会、参加もさせていただいたりはしているんですけども、そ

れがエシカル消費を広めていこうというのが一つの大きな目標なのか、市としてこ

の消費者市民社会の形成に向けたその環境に関する考え方で令和３年度、どういう

ふうに位置づけているのかということを聞かせてください。  

○今井委員長  西田課長。  

○西田人権推進課長  失礼いたします。まず、消費生活センターでは、まだ企画の段

階で、学校、教育委員会とも調整ができておりませんが、本日の予算資料 14ページ

にもあげております、教育啓発事業に加えまして、成人年齢が引下げのことも踏ま

えて、中学校で消費者問題の核となります契約をテーマとした出前講座等を展開し

たいと考えております。  

  その学校へアプローチする際に、消費生活と環境でありましたり、また、未来と

つながっている私たちの消費、そんなテーマも示しながら、消費者市民を増やして

いく取組も展開したいと考えています。  

  また、まだ研究の段階なんですけども、食品ロスダイアリーというアプリを使い

まして、食品ロスの削減につなげられないかということで環境課、あるいは保健福

祉課等と一緒に勉強しております。  

  食品ロスダイアリーとは文字どおり、家庭で廃棄する手つかずの食品、あるいは

食べ残しを記録する日記になりますが、それをスマートフォンだったり、パソコン

で該当のホームページに記録していくものです。目に見えて削減の効果が実感しや

すいので、気軽に楽しく食品ロスの削減に取り組むことができないかなと検討して

おります。  

  併せて令和２年度、消費者協会では、エコバッグのコンテストもされました。そ

れをお披露目することがかないませんでしたが、 12人の方から 49点の応募がありま

した。会員外の方からの応募がたくさんありましたので、そういう環境に対するエ

コバッグを自分でつくって、それを持参しよう、使おうという意識啓発にもつなが

っているのかなと思っております。  

  また、今後そういった取組、あるいはその商品も展示するなどして、啓発につな

げていきたいと考えております。事務局だけではなかなか難しいですので、消費者

協会さんをはじめ、市民や団体と連携しながら、先ほどおっしゃっていただいたよ

うなことが取組として根づいていくように、地道になると思いますけども、取り組
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んでいきたいと考えております。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  今ありました食品ロス、アプリを使った取組の研究というふうな説明が

あったんですけども、それはこの令和３年度中には何か、３年度中にはそれを立ち

上がるところまで持っていく予定になっていますか。  

○今井委員長  西田課長。  

○西田人権推進課長  一気に市内全域とは難しいと思うんですが、それこそ消費者協

会さんと連携して、そこへ登録することで、その登録者の食品ロスの削減の状況と

か、私個人と登録された方の比較することもできるようですので、そういったこと

で見える化することで達成感を感じていただきながら、進めていけたらいいかなと

思っておりますので、徐々にですが取組を進めたいと思っております。  

○今井委員長  浅田委員。  

○浅田委員  一遍には無理なので、一歩一歩というのが非常に大切な施策だと思いま

すので、特に食品ロス、大変大きな課題になっておりますので、それは進めていた

だきたいということと、それから、今までずっと取り組んでいた、エシカル消費と

いうところについては引き続き予定はしていただいているのかな。  

○今井委員長  西田課長。  

○西田人権推進課長  令和２年度もセミナーを行いましたけども、セミナーも併せて

パンフレット等も加えて啓発には引き続き取り組んでいきたいと考えております。  

○今井委員長  それでは、もう一つ行きます。  

  次、じゃあ、人権教育ということで。  

  田中委員。  

○田中一郎委員  私が次、質疑しておりますのは、人権推進課としての立場からの差

別のない住みよいまちづくりに関することでお伺いします。  

  まず、長期化するであろう、長期化しております新型コロナウイルス感染症によ

る誹謗中傷やいじめ等がよくメディアで報道されております。実際宍粟市でもあっ

たようなことも聞いております。人権推進課の立場からこのような差別のない住み

よいまちづくりに関するセミナーとか、コロナ感染症に特化したような新たな計画

等はあるのかということを伺いたいと思います。  

○今井委員長  西田課長。  

○西田人権推進課長  おっしゃっていただきますように、今年度、令和２年度はみん

なが笑顔になるためにコロナ差別など、人権課題を考えようということで、そのタ
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イトルを掲げた講演会を開催しましたが、新年度は今のところ、そういった直接的

な新型コロナ感染症に関する内容の検討はしておりませんが、これから詳細な企画

を詰めてまいりますので、今回、御提案いただいておりますような内容についても

検討して、実施できればと考えております。  

  以上です。  

○今井委員長  田中委員。  

○田中一郎委員  もう少しなりますと、 10年前の悪夢の時間になりますので、最後に

１点、やはり人権推進課として大事なところは、ぜひ市民の方の人権を守るために、

このような事態のときには、各種団体と、それから、学校関係、会社関係等に個別

でええと思うんです、小グループでええと思うから、こういうようなセミナーとか、

呼びかけをすることによって皆さんの意識が向上すると思うので、これからも長期

化するであろうコロナの感染症の差別化、それから、人として、人が生きる中での

差別化についても、小さなグループから随時計画を立てていって、お忙しいと思い

ますけど、人権推進課の職員の方が出向いて、呼びかける、そのような活動をこの

機会にしていただいたら、もっと宍粟市の人権に対する意識が盛り上がるのではな

いかなと考えておりますので、令和３年度はそのようなことができるのであれば、

せっかく何がしの予算化されておりますので、進めていただきたいなと思いますけ

ども、私の質問の最後に一言お願いします。  

○今井委員長  西田課長。  

○西田人権推進課長  今、御提案いただいた内容、今、具体には実施方法等検討して

おりませんが、先日も兵庫県から啓発されております冊子が届きますが、商工会さ

んのほうにいろいろ御無理申し上げて、企業で考えていただく人権とかいうことで、

少しずつ人権的な考え方を広げていこうと、御協力いただきながら展開していくこ

とを考えております。  

  先ほどおっしゃっていただきましたように、小グループで啓発すること、講演会

がありますよということだけでも啓発につながるのかなと思っておりますので、そ

の辺の手法も考えながら、令和３年度、進めていけたらと思っております。ありが

とうございます。  

○田中一郎委員  終わります。  

○今井委員長  それでは、審査の途中ですが、ここで休憩をいたします。２時 50分に

再開をいたします。  

     午後  ２時３５分休憩  
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     午後  ２時５０分再開  

○今井委員長  それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。  

  続いて、神吉委員、お願いします。  

○神吉委員  続きまして、主要施策の 34ページ中段にあります、防犯カメラ設置補助

事業について、伺います。  

  宍粟市内の全域に設置が及んでおるのかというのは、 155でしたか、自治に及ん

でいるのかというようなことをお伺いします。  

  それから、 10年の計画とされておられるようですが、この長い期間に及んでいる

この事業の理由を伺います。  

  それから、防犯カメラ設置事業補助金というのがありますが、これとの関係を伺

います。例えば経費が 15万円かかった場合にはどういう補助になるのか、どの条件

でもそうなのか、どうなのかというところを伺います。これ全て一括して伺います。

お願いします。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  失礼します。防犯カメラ設置補助事業

についての御質問に答えさせていただきます。  

  市内全域に及んでいるのかという点ですが、 156自治会ありますけども、それに

全部自治会には設置には至っておりません。今までの実績で言いますと、平成 26年

度からこの補助事業が始まったんですが、今のところ 47自治会、 79か所の設置に対

して支援、補助をしております。  

  旧４町ごとで見ますと、山崎町内は 26自治会、 47か所、それから、一宮町内で８

自治会、 10か所、波賀町内で７自治会、 11か所、それから、千種町内で６自治会、

11か所となっております。  

  そういった中で、旧４町単位ではそういった状況になっているんですが、全体的

にはそういう設置状況でございまして、委員おっしゃる 155自治会の設置までには

至っていないというのが現状でございます。  

  そうした中、それぞれ申請行為でありますので、うちの自治会は必要ないかなと

いう自治会もあろうかと思います。そういったところは申請はないと思われます。  

  それから、 10年の計画となっている理由ですけど、お手元の 34ページのこの事業

期間、平成 26年から令和５年までになっていますけども、これはこの期間を書いて

いるだけでございまして、この防犯カメラの補助事業につきましては、それぞれ市
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のほう、支援する補助事業、基本大体原則３年間という形になっております。その

一、二年実施して、最終３年度で事業の検証を行って、この補助事業の状況を見な

がら、これから継続するのか、あるいはあまり効果がない中で廃止するのかという

のを最終年度で見ます。そうした中、３年ごとの中で、平成 26年の途中から実施し

た事業でございまして、当初は平成 26年から４年間実施して、その後、検証する中

で、あと３年継続をしております。そして、そういう中で、今回は令和３年度が最

終３年度になりまして、この状況を見ながらまた検証させていただいて、さっきも

言いましたように、事業継続が必要やなという判断になりますと、また継続という

形というのは考えられます。そういった形で 10年を見て、当初の補助事業ではない

ということを御理解ください。  

  それから、経費が 15万円だった場合、この補助事業でございますが、事業費の３

分の２補助でございまして、 15万円だった場合は３分の２なので 10万円、ただし、

県の補助事業の定額がありまして、県が申請しまして通りますと８万円がつきます。

10万円から８万円を引きまして、市が２万円を出して 10万円の補助という形になっ

ております。そういう形で市の補助金としては２万円、県の補助金が８万円という

形になります。  

  以上でございます。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  数字的なところは分かりました。宍粟市内広いですので、あといろいろ

な犯罪のために防犯カメラはかなり有効だと思います。警察のほうからの依頼など

もよく私の地元などではあるんですけれど、市外へ抜けれるような犯罪者たちを見

るためにも、国道や県道沿いにというように思うんですが、そういうとこら辺の設

置は市のほうではされていないというふうに聞いておりましたので、自治会頼みの、

自治会のカメラが頼みの綱というような感じがしているんですが、国道沿いの、県

道沿いの市外へ抜けれるような道に配置するような予定ではないですか。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  市のほうではここという現実、設置の

計画はないんですが、基本、例えば菅野地区なんか考えると、一昨年から昨年度設

置したんですが、そういったことを地域で考えた中で、県道に菅野の入り口、ある

いは出口全部、不審とか、そういった今、事件とかあった場合に、全て防犯カメラ

で追えるというような形で、菅野地区は地域で防犯カメラを設置したという事例が

あります。  
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 そういった中、地域のほうでも順次、そういうところを考えて、この事業を、先ほ

ども言いましたように希望されて、検討されておりますので、そういった中で補助

事業で継続を検討していきたいなと思っております。  

  以上です。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  その検討に関しましては、宍粟市、四方へ抜ける道がありますので、そ

れを追えるような感じで設置を進めていくような検討をよろしくお願いしたいと思

います。  

  それから、続いてでいいですか、続きまして、同じく 34ページの中段の高齢運転

者免許自主返納促進事業、これについて伺います。  

  以前にも伺ったことがあるんですけれど、高齢者はつらつチケットは発行されて

おられますが、これは有効に使用していただけているのか、それに対する予算化な

のかというところを伺いたいと思います。  

  その中でも利用者からの要望などが聞けているのかというようなことも含めて、

よろしくお願いします。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  高齢運転者免許自主返納促進事業につ

いての質問に回答させていただきます。  

  この高齢者のはつらつチケットを有効に使用していただけるかということですけ

ども、頂いているのかという質問ですが、当課、担当としましては、市内の外出時

には有効に使用していただいているものと考えております。  

  特に、高齢者の免許運転チケットで交付させていただいた方には、車の運転だけ

でなく、一人でバスを利用されている方もいらっしゃいます。そういった中で、バ

スに一人で乗るのも不安な方もおられるのは聞いておりますが、一応利用は全体と

してはまだまだ 22％ほど集計しますと利用率となっておりますけども、そういった

中、有効には何とか使っていただいていると思います。  

  今後、まだ利用期間がありますので、この事業につきましても、令和３年度が一

つの検証の年になっておりますので、チケット利用は今までの中で５年まではまだ

利用できます。そういった中、そこら辺も見定めて検証してまいりたいなと思って

おります。  

  それから、利用者の中の要望ですけども、昨年度、一応アンケートをとっており

ます。その中では、利用されている方でありがたいなという声も聞いておりますし、
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また、チケットを交付するときに窓口などでこちらが交付するときには大変ありが

たいという声も聞いております。また、なかなか一人だけですので、利用がなかな

かまだ進んでいないというところもあります。  

  昨年のちょっとアンケートをとった中で、免許返納後の外出方法についてという

ことでアンケートをとっております。 350人ほどの方に聞いている中で、チケット

をもらったんですけど、まだお二人で住んでいる方とか、家族で住んでいる方はま

だ運転されている方がおりますので、そういう方に同乗しておりますという方が

150名ほどいらっしゃいました。それからまた、 110名ほどですか、公共交通、バス、

タクシーで乗っておりますという回答もいただいております。先ほども言うたよう

に、なかなか一人でバスに乗るのもちょっと不安な方もいらっしゃるということで、

あまり外出はしなくなったという方も 60名ほどアンケートを頂いております。あと

の残りは友人とか、知人という形で、そういった外出方法も聞いております。今後

またそういった利用できるように啓発もしますが、その辺もまた検討しながら、今

後この事業について考えていきたいと思います。  

  以上です。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  御丁寧な答弁ありがとうございます。その中で、先ほど少し聞こえてき

たのは、令和５年までの使用ができるというふうに聞こえたんですけども、このチ

ケットには使用期限があるということですか。それと、そのチケットを使われたチ

ケットの回収はされておられるのか、ここ２点をお伺いします。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  利用する事業の、さっきまで言った、

年度を決めております。それから、利用期間も令和５年度末までが利用できるよう

にしております。それで、チケットにつきましては、あと返納者につきましては、

半額、市内バスですと 200円ですので、 100円ですが、その 100円をはつらつチケッ

トで無償としております。そこに神姫バス、また、篠陽タクシー、それから、また

その分補助しますので、チケットを回収して、それで、使用が先ほど言うたように

22％という率が出ております。  

  以上です。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  続けて行きます。  

  34ページ下段の地域防災力の向上のところの委託費 1,775万円の理由というふう



－93－ 

に伺っておりますが、この回、一番初めの説明の中で聞かせていただいた、ハザー

ドマップの更新、製作ですか、というふうに聞こえていたんですけれども、お聞き

したんですけれども、この委託料全て 1,775万円はハザードマップの製作に使われ

るという分でしょうか。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  冒頭説明させていただいたとおり、平

成 27年、皆さんのお手元にある全戸配布したのが平成 27年です。それを先ほども言

った、レッドゾーンとか、イエローゾーン、あるいはまた県河川等、河川の増水し

たときの浸水想定区域とか、いろいろ変わっています。今回、新たに全戸配布でこ

の概算経費ということで 1,775万 4,000円、ハザードマップの更新作成費用というこ

とでございます。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  全戸配布でその地区ごとの配布、ハザードマップを配布されているよう

に考えておるんですけれど、配布されていてもというのはあれなんですけど、住民

の方の意識の問題だとは思うんですけれど、防災意識の向上につながるような配布

を計画されておられるのか、ということを伺います。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  当然防災意識の皆さんに向上してもら

うような形で配布を考えております。また、皆さんも、委員さん御承知のとおり、

ハザードマップを使いながら自主防災マップづくりもずっと計画的にやっておりま

す。今年は山崎を中心に回っていきますけれども、ハザードマップにも今は前回の

やつ、あるいは、ちょっと昨年度は概略版で自主防災マップづくりをさせていただ

きました。そういった中で、皆さんの、住民の周知をしながら、今年度中には新し

い防災マップをつくって、 14に分割しますけれども、そういう周知方法も考えなが

ら、あるいはまた、６月号の広報誌にはいろいろと出水期前の避難情報とか、また

広報で周知をするようなページも毎年しております。委員のおっしゃるとおり、い

ろいろ工夫しながら、皆さんが防災マップ、もう前回のをなくしておられる方もい

らっしゃるかも分かりませんけれども、それぞれで大事に持っていただくように、

きっちりその辺も周知してまいりたいなと思います。  

  以上です。  

○神吉委員  終わります。  

○今井委員長  じゃあ、同じ内容ですけども。  
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  飯田委員。  

○飯田委員  これもそこそこいろんな説明をいただいたんですけども、要は利用しな

かったらここにお金をかける意味は全然ないので、配布はしましたと、私たちは配

布しましたよ、でも、先ほどなくさないようにとかいう言葉もあったと思うんです

けども、そこを一番重要視して、必ず目につく場所に置けるようなもの、そういう

ものを考えていただきたいと思うんです。あれどこ置いたかなという感じのものに

なってしまわないように、その辺のところが重要やと思うんです。だから、いつも

目につくところに置けるというのか、貼れるというのか、そういうものにしていく

必要があると。実質これだけのお金をかけるんですから、これだけのお金をかけて、

皆さんに自分の命は自分で守りましょうという、ある意味そういうアピールをする

ものなので、その辺のところを一番に委託する以上、きちっと計画する人はそこの

ところまで踏み込んだものにしていただきたいと思うんですけど、いかがですか。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  飯田委員おっしゃるとおり、そういっ

た点も踏まえて検討してまいりたいと思いますし、ただ、ハザードマップを配布す

るだけじゃなしに、データ版も作成し、また、さっきも言いましたけど、市の公式

のホームページにも掲載するようにしますので、ありがとうございます、その辺も

検討してまいりたいと思います。  

○今井委員長  じゃあ、次の項目でお願いします。  

  山下委員。  

○山下委員  それでは、次のページ、 35ページの上段です。  

  災害用備蓄品購入事業のところで、コロナ禍における備蓄品の購入計画及び内容

について、教えてください。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  新型コロナウイルス感染症に対応する

備蓄品ですけども、新年度予算じゃなしに、令和２年度、今年度ですね、令和２年

度に国のほうから第４次か、５次、ちょっと忘れましたけど、臨時交付金がずっと

出ました。それを活用して、今年度は不織布のマスクとか、非接触型体温計、特に

それにつきましては指定避難所とか、各自治会にも配布させていただきました。そ

れからまた、防護服とか、フェイスシールド、それから、避難所用のパーテーショ

ン、それから、同じく避難所用のワンタッチの間仕切りの簡易なテントですね、そ

れから、消毒液とか、ダンボールベッド、そういうものをいろいろと事業者から寄
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附していただいたものもありますけども、こちらの備蓄品として準備をしておりま

す。  

  令和３年度につきましてのこの経費の中につきましては、通常の非常災害用の備

蓄品という、非常食ですね、アルファ化米とか、にゅうめんとか、それから、毛布

とかいった形の整備する以前から計画を持って整備する予算をここに計上しており

ます。コロナ禍の対応をするには、先ほど言った中で、今年度買わさせていただき

ましたので、それを備蓄として今、用意をしております。  

  簡単ですが、以上でございます。  

○今井委員長  山下委員。  

○山下委員  コロナ禍に対しては、令和２年度の臨時交付金で準備をしてくださって

いるということで、これで十分ということで捉えておいたらいいのでしょうか。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  100％十分かといったらあれですけど、

今の保管場所とかも含めまして、先ほどの避難所のワンタッチ式の簡易なテントも

各指定避難所に分けて置いておりますし、今のところは十分かなと想定しておりま

す。  

○今井委員長  では、次の項目です。  

  神吉委員。  

○神吉委員  35ページ下段の自主防災組織育成支援補助事業のところで、補助金です

ので、何かにというのがいろいろなものがあるんでしょうけれど、補助の対象の資

機材等は主に何なのかというのを伺います。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  自主防砂組織育成支援補助事業ですけ

ども、この事業は、ホームページにも載せていますが、要綱がありまして、各自主

防に毎年 200万円の補助で十分使っていただいております。これまでこの額で足り

なくてよそから回してきたという経緯もありますけども、これにつきましての資機

材は初期消火用資機材、また、救助用資機材、それから、救護用資機材、それから、

水防用資機材、それから、避難誘導用資機材、情報通信用資機材、また、それらの

資機材を保管する施設、倉庫とか、あるいは去年から追加しました感染症対策用資

機材というのが主になっておりまして、具体に言いますと、初期消火ですと、可搬

式散水装置とか、それから、消火器とか、スタンドパイプとか、それから、消防用

のホースとか、筒先とか、そういったものになります。それから、救助用ですと、
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発電機とか、投光器とか、チェーンソーとか、それから、救護用ですと、救急医療

セット、それから、毛布とか、簡易ベッド、ダンボールベッドとか、水防用資機材

ですと、土のう袋、それから、救命胴衣、その他水防活動に必要な資機材とか、そ

れから、避難用ですと、笛とか、腕章とか、旗とか、あるいはヘルメット、拡声器、

そういった面、それから、情報通信用ですと、携帯用のラジオとか、具体にですが、

それから、先ほど言ったそれらの保管用の倉庫、それから、感染症ですと、今年度

も言いますが、ダンボールベッドとか、それと感染用のマスクとか、非接触型体温

計とか、そういった資機材をこの要綱で定めて、皆さん、自主防で取り組んでいら

っしゃいます。  

  以上です。  

○今井委員長  神吉委員。  

○神吉委員  私、主にと聞きましたが、いろいろなものがあるということで理解しま

す。  

  それと、この補助率というのは何％ですか。  

○今井委員長  田村次長。  

○田村まちづくり推進部次長兼消防防災課長  補助率は２分の１でございます。  

○今井委員長  いいですか。  

  続いて、お願いします。  

  資料は今度部局の資料になりますけども。  

  飯田委員。  

○飯田委員  一番最初に説明があったものでして、そのときに言えばよかったと思い

まして、今になって申し訳ありません。  

  市内完結路線、始まって以来ずっといろんな問題点が指摘されて、市民からもあ

る、こちらからもあるという、当局の中でもいろんな課題として取り上げられてい

ると思うんですけれども、いよいよここに来て、もう乗車のない地域がほぼないと

言っていい地域があったりする中で、いろいろと検討を重ねられておると思うんで

すけれども、検討してきておると、地域とも話合いをしておるという中で、具体的

な方向性というのはもう見えてこなくてはならない時期に来ておると思うんですけ

れども、それに対しての動きというのはこの令和３年度では見込まれるのでしょう

か。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  生活交通対策の関係につきましては、いろいろと委員会のほう
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でも御指摘もいただいております。その間、ずっと一宮の北部の地域との意見交換

を続けてきております。その中で、先ほどの御答弁の中にもありましたが、許可制、

登録制、あるいは互助による仕組みということをそれぞれ御説明も申し上げる中で、

具体に今現在許可制の乗り合いバスということで運行しておりますけれども、それ

とは違う手法でやっていくというような方向での考え方を示しまして、じゃあ、具

体にどういうふうな格好でそれが成り立っていくのかというところをもうちょっと

掘り下げた進め方を令和３年度は模索していきたいというふうに考えております。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  その地域の人にとっても、それはどういったものなのか、口で説明され

ても、なかなか理解できない部分があると思いますので、できれば先進地の視察で

ありますとか、そういう部分で理解を深めていただいて、そこの人との話によって、

その有効性とか、そういうものについて理解をしてもらうという手もあろうかなと

思いますので、できればそういう部分の組立てを考えていってほしいと思うんです

けど、いかがでしょうか。  

○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  この２月にも地区との話合いを進めております。その中で、や

はり地域の皆さんと丁寧に合意に向かっていくということが必要かと思っておりま

して、その中でおっしゃったような視察も含めて、今後は模索し、具体をイメージ

できるように、共有できるように進めていきたいというふうに考えます。  

○今井委員長  そうしたら、次ですけども、これもまた先ほどと一緒ですけど。  

  飯田委員、お願いします。  

○飯田委員  すみません、 29番を先ほどしましたので、 30番のしそう元気げんき大作

戦ほかの事業についてなんですけれども、この中でも地区生涯学習推進事業という

ものが旧町時代にもあったものがそのまま同じ予算組みでずっと続いておるように

見ておるんですけれども、その活動成果、これも何をもって成果というのかという

のはなかなか捉えにくいものがあろうと思うんですけれども、実質この予算組みを

どうかという部分については一切触れられていないというんですか、そのままの予

算がそのまま毎年繰り返されておると。これについてもいろいろ委員会の中でも恐

らく何回か意見があったと思うんですけれども、聖域としてしまってはいけないん

じゃないかなという思いの中で今日、こうしてお尋ねしておるんですけれども、そ

ういう意味において、地区とのこの補助についての話合いというものも一度してい

くべきじゃないかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。  
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○今井委員長  小河課長。  

○小河市民協働課長  生推協の関係につきましても、おっしゃることについては御指

摘をずっと受けているところでございます。これに当たりましては、それぞれの地

区でこれまでの長い歴史の中で積み上げてこられた部分が非常にあると思いますし、

各生推協におかれましては、自治会長さんを中心に、関係者の皆さん、お集まりに

なりまして、これまでの取組から新たに出てきております課題も含めて、事業計画

を練り上げて、そして実践されているということで、その結果、金額がこれぐらい

必要やというところの事業予算も立てられているということでございます。  

  そういう中で、補助金の出し方については、御指摘を受けているところでありま

すけれども、今、協働のまちづくりという部分で、もう一つは地域全体で、地区全

体で広域的に課題解決に向かっていきましょうという重要な施策がございますので、

そういう部分も含めてやはり考えていく必要があるのかなというふうに思っており

ます。決して聖域という感覚ではございませんので、その点は御理解いただきたい

と思います。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  そういう考え方で進めていく中で、やはり先ほどもおっしゃいましたよ

うに、予算立てをする、こういう事業をこういう予算でこうしていくんだという、

やっぱりそういう部分が必要になってくると思うので、毎回同じ予算がおりてきて、

じゃあ、何をしようかというんじゃなくて、今度はひょっとしたら増える可能性の

あるところもあると思うんです、事業内容によっては。だから、そういう部分に含

みを持たせた考え方をしていかんかったら、やっぱり自主性というものがない、あ

てがわれた金額をどないして使おうと、言い方悪いですけども、そういうところも

なきにしもあらずという部分があると思うので、実質前からやっとるんやから、次

の人たちもせなあかんのやと、そういう感覚じゃなしに、やっぱり自分たちで学び

の部分をここでこういう予算を使ってしようと、やっぱりそういう自主性、おっし

ゃったように自主性を重んじていくにはそこの辺のところが一番肝心になってくる

と思うので、有効なお金の使い方をしていただくという意味では、やっぱりその辺

はお互いに当局と各団体との話合いというのもそういうところで進めていっていた

だきたいと思いますので、今おっしゃったことをこれからもよろしくお願いしたい

と思います。  

○今井委員長  それでは、次です、同じく。  

  飯田委員。  
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○飯田委員  すみません、続けてお願いします。  

  今回、見せていただいておる中で、一宮の北部で食品加工事業とか、こういうも

のを計画されてやっておられるという、これが一宮の北保育所の跡地利用という形

が書いてあったんです。実質もう北保育所の跡地利用は診療所という形が打ち出さ

れておりますので、せっかくいいことを考えてやられようとしておる中で、当てに

しておった場所がなくなるということになろうかと思います。その辺のところの手

当、手当というか、対策というんですか、何かしてあげられたのでしょうか。  

○今井委員長  樽本次長。  

○樽本まちづくり推進部次長  この部分につきましては、地域から一宮北部、三方地

区地域活性化委員会から御相談いただいたときに、北部診療所のお話もございまし

た。その中で、学校跡地活用の観点からどう判断していくのだということで、関係

の地域創生課などと協議した結果、三方町の診療所については、一定の区域で開設

ができると、残りの区域についてはきっちり分けたら、そういったところの活用は

可能であるということの判断をいただいたので、令和２年度支援をさせていただい

ております。  

○今井委員長  飯田委員。  

○飯田委員  ということは、給食施設があったりしたわけやな、そういう部分を含め

ての同居しても何の問題もないという判断があったという理解でよろしいですか。  

○今井委員長  樽本次長。  

○樽本まちづくり推進部次長  施設についてはしっかりと区分けして、診療所部分と

地域活性化で使われる部分ということで区分けして利用されるということで判断を

させていただいております。  

○今井委員長  それでは、次、行きます。  

  津田委員。  

○津田委員  冒頭に次長のほうから説明、軽くお聞きしたんですけど、宍粟市の波賀

Ｂ＆Ｇ海洋センターほか３施設、この３施設ってどこどこに該当するんですか。  

○今井委員長  前田係長。  

○前田市民協働課スポーツ推進係長  波賀Ｂ＆Ｇ海洋センターなんですが、その他３

施設というのは、メイプルスタジアム、あと波賀ふれあいサロン、市民局上に市民

グラウンドがありますので、その３施設となっております。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  これの増額理由の詳細、実際 1,759万円、この辺はどういうふうな根拠
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があるのか。  

○今井委員長  前田係長。  

○前田市民協働課スポーツ推進係長  御質問の 1,759万円ですが、これまで直営で管

理しておりました、宍粟市波賀Ｂ＆Ｇ海洋センターほか３施設を令和３年度から新

たに指定管理施設として運営するための費用となっております。令和２年度の直営

時の管理費用は当初予算ベースで 1,875万円でしたので、単純差引きしますと 116万

円の減額ということとなっております。  

  以上でございます。  

○今井委員長  続いて、最後。  

  飯田委員です、お願いします。  

○飯田委員  すみません、私も同じような部分なんですけど、音水湖のカヌー競技場、

これの管理というところで、前年度が 240万円で今回は 570万円というこの増額にな

っておるんですけども、この部分についての説明をお願いしたいと思います。  

○今井委員長  樽本次長。  

○樽本まちづくり推進部次長  議会の事務局のほうにはちょっと御報告させていただ

いたんですけども、音水湖カヌー競技場の指定管理の部分については産業部のほう

になりますので、そちらのほうで御質問のほうをしていただいたらと思います。す

みません。  

○今井委員長  以上で一応事前通告の分は終わったんですけども、あと関連とかあり

ましたら。  

  津田委員。  

○津田委員  すみません、ちょっと１点お聞きしたいと思ったのは、音水湖カヌー競

技場の大会運営補助事業で、減額されているということなんですけども、大会の数

が減るということなんですか、今年度、ちなみにどれくらい計画されているのか、

その辺あれば教えてください。  

○今井委員長  椴木副局長。  

○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  音水湖カヌー競技場につきましては、

令和２年度につきましては、ほとんど予定しておりました大会が中止になっており

ます。  

  令和３年度につきましては、例年開催しております国体のスプリントであるとか、

関西学生カヌー選手権大会といった大会は誘致できておるんですけど、この減額に

なっておる分が、それまで開催しておりました、春に毎年あったんですけど、カヌ
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ースプリントジュニア、アンダー 23海外派遣選手最終選考会及びカヌースプリント

の日本代表最終選考会というこの大会が約 150人ぐらいで全国から集まる大会だっ

たんですけど、この分につきまして、協会のほうから補助金というものがここに書

いてある 115万円というところがあったんですけど、これが出ないということで、

この大会の誘致については今後も断念するということで、この大会については一つ

去年までと比べると減っておるという状況になっております。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  ということは、じゃあ、１個なくなった大会はほかの競技場で開催され

ているということなんですか。  

○今井委員長  椴木副局長。  

○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  その後、この競技会がどこの会場で

ということは協会のほうが探されておると思うんですけど、今、入ってきている状

況では他のところで開催するということで、するというようなことは聞いて、どこ

かということは確認はできておりません。  

○今井委員長  津田委員。  

○津田委員  このカヌー競技場、これだけやっぱりお金を投資して整備したところな

ので、またぜひ大会誘致に向けて、来年度以降も頑張ってください。  

  以上です。  

○今井委員長  椴木副局長。  

○椴木波賀市民局副局長兼まちづくり推進課長  委員言われるとおり、昨年、苦渋の

決断で、このスプリントにつきまして誘致ができないという判断をさせていただい

たんですけど、今後、今言われたとおり、かなりの設備投資もしておりますので、

今、当然誘致をしておるところについては継続的に誘致をして、また、今後カヌー

ポロというところもありますので、カヌーポロの大会等なんかも設備を使って、競

技場を使った大会でいろんな人を、選手を誘致できる大会ができないかというよう

なところで進めていきたいというふうに考えております。  

○今井委員長  そのほか、委員の皆さん、何かありますか。  

  飯田委員。  

○飯田委員  すみません、先ほど補助事業とかのことで言ったんですけども、一宮の

ふるさとまつりであったり、いろんな旧町時代から続いておるイベントがあります

よね。昨年、令和２年度においてはコロナの関係で中止だったり、いろんな考え方

で縮小、実行された部分がかなりあると思うんです。今回のウィズコロナという考
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え方の中で、そういったものの開催についてのやり方とか、いろんなことを見直し

ていく時期に来ておるんじゃないかなというふうに思うんです。だから、これもま

た毎年同じ額でずっと続いてきておる事業やと思うので、やっぱりその辺駄目やと

いうんじゃなしに、いろんな考え方の中でもう一つ踏み込んで、見直していく必要

があるのかなと。また、今、かなり人口減になってきて、各自治会さんにおいても

人のやりくりを困っているとか、どうしたらいいんだろうとかいうところもあった

りして、一律にみんなの自治会がその事業を手放しで参加できるという状況にもな

いという部分が結構見られますので、そういう面も含めて、これからの地域づくり

のやり方について考えていく必要があると思うので、もう今回は予算が立ててある

ので、それを踏まえて今年度の事業の展開を考えていってもらいたいと思うんです

けど、いかがですか。  

○今井委員長  津村部長。  

○津村まちづくり推進部長  ウィズコロナということで、確かにおっしゃるとおりだ

と思います。現状としましては、各旧町に、例えば一宮でしたらふるさとまつり

等々、それぞれ実行委員会形式で組織を組んでいろいろもろもろ企画検討されてお

りますので、そういったことも含めて今後、検討すべきはしていくべきかなという

ことも思いますし、市全体としましても、そのあたりまた連携をとりながら、一つ

の考え方として議論していけたらなというふうには思っています。  

○今井委員長  ほかにありますか、よろしいですか。  

     （「なし」の声あり）  

○今井委員長  それでは、これでまちづくり推進部の予算審査を終わります。  

  職員の皆さん、どうも御苦労さまでした。  

     （午後  ３時３０分  散会）  

 

 


